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令和5年2月28日現在
（前月比）

▶保育園の卒園式の取材に行ったところ、これまでの取材で顔を知った子が
多く、園児たちも「カメラの人だ～」とか「○○ちゃんのパパだ～」などと私の
顔を覚えてくれている子もおり、その園児たちの晴れ姿に思わず涙がこぼれ、
上手くシャッターが切れませんでした。こんな調子では我が子の卒園式では

どうなるか先が思いやられます。▶コロナ禍で理想的な保育園生活とはいかなかったであろう世代
の園児たちなので、これからの未来が晴れやかなものになるようにと一層願うばかりです。 成

編集
後記

３歳の誕生日を迎えるお子さんを募集します
■応募方法

【お問い合わせ】

誕生月の前月５日（５日が休日の場合は５日以降直近の平日）までに、写真・
一言コメント・お子さんの氏名と生年月日・保護者の氏名・連絡先を添えて
役場政策企画課企画係までお申し込みください。

政策企画課企画係　℡0967（67）2230

南阿蘇村
公式SNS運用中!!

117

LINEメニューでの
受信設定を
必ずお願いします

▲ツイッター

▲ライン

▲フェイスブック

4,939
5,187
10,126
4,686
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南阿蘇鉄道の全線開通日が7月15日（土）に決定しました。写真（南阿蘇鉄道㈱提供）は3月に架け替え工事が完了した立野
渓谷に架かる第一白川橋梁を渡る新車両（MT-4000形）の写真。熊本地震から7年3カ月ぶりの待望の瞬間を待ちきれません。

7/15 南阿蘇鉄道全線運転再開決定
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南阿蘇村民憲章
私たちは、多様性を認め合いみんなが誇れる南阿蘇村をつくるため、
この憲章を定めます。

みずと緑あふれる美しい自然を愛し、守ります
ながい歴史により育まれた伝統や知恵を受け継ぎ、伝えます
みんなで描く豊かな未来、やさしさにあふれた村を創ります
あその自然と共に営む暮らしを大切にし、活力ある村を築きます
そして、いつも心に蘇る、私たちのふるさと南阿蘇

あ い となん

保護者／賢さん・聖美さん

R2年

生まれ
4月9日

阿南 一燈くん（男）
中松三

ウルトラマン
だ～いすき♡

あ み さだち

保護者／和浩さん・美奈子さん

R2年

生まれ
4月7日

安達 美紗ちゃん（女）
中松三

お花と葉っぱが
大好きです☆

Happy Birthday
３さいお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう

「感謝の気持ち」をもって
お客さまに接する

　中川有里さん（旧姓：中尾）は、赤瀬区の出身。現在は日本航
空株式会社（JAL）の客室乗務員として世界中を飛び回り「お客
さまに安全で快適な空の旅をお届けできるよう」努めています。
また、「JALふるさと応援隊」の熊本県担当としても活躍されて
おり、熊本の魅力を発掘し、地域を活性化する手伝いをされて
います。「将来、自慢のふるさと南阿蘇村に戻り、暮らしたい」
とお話しいただきました。
　そんな中川さんには、心に残っていることがあります。それ
は新人でまだ仕事に不慣れなときに、お客さまからいただいた
お褒めのコメント。乗務経験が少なくてもお客さまを大切に思
う気持ちが伝わりお褒めいただいたのだと感じ、感激するとと
もに「お客さまの気持ちに寄り添うことの大切さを学びました」
とのことです。また、日頃心がけているのは「感謝の気持ちを
持つ」こと。どんな状況でも感謝の気持ちを持つよう努めるこ
とで、お客さまや周りの人たちにその気持ちを伝えていきたい
と話されます。両親やふるさとに感謝の気持ちと誇りを忘れな
い中川さんのさらなるご活躍が期待されます。

中川 有里さん（赤瀬区出身）
がわ ゆ りなか

令和5年度の施政方針 ❷
令和5年度の当初予算 ❹
キリン寄付金贈呈式 ❼
大阿蘇環境センター未来館からのお知らせ 12

～トピックス～～トピックス～
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©阿蘇草原再生協議会

　3月定例会の開会にあ
たりご挨拶申し上げます。
　熊本地震から7年が経
過し、本年7月15日には
熊本地震復旧事業の総決
算とも言える南阿蘇鉄道
が全線開通いたします。
それと同時に、蒲島知事
が掲げておられる「創造的
復興」これにふさわしい大

津駅への直通乗入れも実現いたします。すべての主要
交通インフラの復旧が完了しますことは感慨無量であ
り、これまでご尽力いただいた多くの関係者の皆さま
に改めて感謝とお礼を申し上げます。南阿蘇鉄道以外
にも、7月には熊本震災ミュージアムがフルオープンし、
また11月には立野ダムで試験湛水が実施されるなど、
ビッグイベントが控えております。このように令和5
年度は「復興期」から「発展期」へと大きく転換する年で
あり、地震前の元気な南阿蘇村を取り戻すために、活
性化に向けたさまざまな取り組みを実施したいと考え
ております。
　それでは、令和5年第1回定例会にあたり、少し時
間をいただきまして、令和5年度の村政運営に向けて
の施政方針を述べさせていただきます。
　政策としましては「第2次南阿蘇村総合計画（改訂
版）」の後期計画にある「誰もが住みたい・住み続けたい
南阿蘇村」を築くことを基本とし、引き続き3つの「Ｋ」、
つまり「環境」「活力」「暮らし」を政策の柱として取り組
んでまいります。詳しくは総合計画に載せております
ので、ここでは特に申し述べたい事項
についてご説明いたします。
　まず、一つ目の「環境」は、先人が
守り伝えてきた雄大な景観、豊富な水
資源を守り育み、将来に継承していか
なければなりません。とりわけ「水」
は本村の貴重な財産であり「水の大切
さ」を訴え、保全してまいります。昨
年5月に南阿蘇村はSDGs未来都市に
選定されました。これまでの実績が評
価され、これからの活動に弾みがつい
たことは喜ばしいことであり、南阿蘇
村は周辺自治体とともに「2050年の
CO₂排出実質ゼロ」を宣言しているこ

ともあり、再生可能エネルギー政策などを進めながら、
持続可能な社会の構築へ向けた取り組みを進めてまい
ります。私は、機会あるごとに草原の重要性を述べて
おりますが、草原は水源涵養や炭素固定など、多くの
優れた機能を有しており、近年の環境省の調査により
ますと、阿蘇の草原は九州全域に恩恵をもたらしてお
り、「公益性」までもが明らかになりました。野焼き支
援や放牧環境の整備など、県の協力を得ながら、草原
の保全維持に努めるとともに、地下水保全政策を強力
に進めてまいります。

　二つ目の「活力」は、環境を整え、恵まれた自然環境
を最大限に活かして地域振興を図り、村の活力に繋が
るような取り組みを進めてまいります。村の基幹産業
である農業においては、農業公社を中心に、担い手と
なる人材を確保し育成すると同時に、鳥獣害を受けに
くい作物を作付けするなどをおこない、耕作放棄地の
減少に努めてまいります。国が進める「みどりの食料シ
ステム戦略」では、2050年までに耕地面積に占める有
機農業の面積割合を25％に拡大することとしており、
農政の大きなトレンドになるものと考えます。幸い本
村はすでに有機農業に積極的に取り組んでおり、有機
肥料生産センター存在の強みをフルに生かし、面積拡
大に力を入れてまいります。観光業においては、新型
コロナウイルス感染症の分類が5月から5類に引き下
げられること、また、先ほど述べましたビッグイベン
トも控えており、状況は大きく好転するものと期待し
ております。観光拠点を整備し、阿蘇の魅力発信をお
こなうとともに、新たな観光スタイルに対応した観光
地域づくりを進めます。台湾・東港鎮との国際交流を
含めたインバウンド観光促進、さらには農畜産物の輸
出入などにも発展させたいと考えております。
　三つ目の「暮らし」は、大自然の中で子どもはすくす
くと、高齢者は生き生きと、全ての村民が幸せを感じる、

そんな暮らしの実現を目標とします。令和2年の国勢
調査で村の人口が1万人を切りましたことは、由々し
き事態と受け止めております。少子高齢化に対応すべ
く、子育て環境の整備、教育環境の充実、移住定住促
進など、人口増を意識した政策を進めます。賃貸住宅
新築整備促進助成事業につきましては、TSMCの進出
も視野に入れ、繰越を含め総額6千万円を計上し、移
住者向けの住宅を整備します。高齢者政策としまして
は、「いつまでも元気な高齢者」をキャッチフレーズに、
様々な取り組みを実施いたします。また、これから増
えるであろう交通弱者や買い物弱者へ配慮した施策に
も取り組んでまいります。
　保育所に関しましては少し詳しくご説明いたします。
児童数の減少により3園とも定員を下回る状況となっ
ております。また、「はくすい保育園」と「くぎの保育園」
については、築30年以上経過しており、年々修繕費な
どの維持管理費が増加し、村の財政を圧迫している要
因の一つとなっております。このようなことから、今
後の保育所のあり方について方針を決定するため、令
和4年7月に「あり方検討委員会」を設置して、諮問を
させて頂きました。先日、笠野委員長から答申をいた
だきましたが（内容の詳細は本号9頁に掲載）、その概
要は、①保育サービスについては、「病児保育」「一時保
育」など、実施に向けて検討されたい。②統廃合をする
場合については、老朽化を迎えている「はくすい保育園」
と「くぎの保育園」の、2027年までの統合が望ましい。
新設の場所は両園の中間付近の適地を検討されたい。③
民営化については、他自治体の事例や保護者アンケー
トの意見を勘案し、メリット・デメリットを見極めて
慎重に検討されたい。以上の3項目について示されま
した。本村としましては、答申を最大限に尊重し、保
育サービスが低下しないよう取り組んでまいります。
方針としましては、民営化を進めるよりも「はくすい保
育園」と「くぎの保育園」の新設統合がふさわしいと考
えております。今後は、議会のご理解をいただき、保
護者の皆さまに丁寧な説明をおこない、進めてまいり
たいと考えております。
　次に、村の財政について申し述べますと、依然とし
て厳しい状況にあり、その要因としましては、①国から
の交付税減額、②大型事業による公債費の増加、③多く

の公共施設の維持管理および老朽化、④手厚い村単独事
業、などが挙げられます。職員数につきましては、震
災前の計画数に徐々に戻しており、組織の効率化も含
め、適正な人員配置に努めてまいります。公共施設に
ついては、本年3月の「公共施設の適正配置に関する審
議結果」の答申に沿い、適正配置を進めます。温泉施設
の民営化など、集約、廃止、および払い下げなど、適
正化は避けては通れない事業であり、村民の皆さまへ
の説明と理解を得ながら、これまで以上に積極的に進
めてまいります。手厚い村単独事業については、住民
サービスの向上と総合計画との整合性を図りつつ、費
用対効果などを見極め、事業の見直しをおこないます。

　歳入対策としては、課税の公平性および確実な徴収
に努めます。公共施設の使用料につきましては、本年
1月の使用料等審議会からの答申を踏まえ、受益者負
担の適正化を図るため、有料化を進めます。令和4年
度のふるさと納税額はおよそ7億円と、昨年の倍以上
に増加しております。また、令和3年度から開始した
企業版ふるさと納税は、村の特色を生かした事業の提
案が功を奏し、年々増加傾向にあります。そして、本
日特別に申し上げたいことは、昨年から慶應義塾大学
と連携協定を締結し進めてきた活動が「大自然が育む食
と自然のエシカルビレッジ」という事業名で、来年度に
2億円の予算が付くことが内閣府のホームページに発
表される予定です（3月10日に内閣府ホームページで
発表）。今後も大学や企業からの支援を受けるべく、先
進的な取り組み、特色ある取り組みを実践し、村の増
収に繋げてまいります。このように、経費削減と財源
確保を同時に進めることで財政基盤を確立し、良質な
公共サービスを提供し続けられるよう、行財政改革へ
の取り組みを加速させ、着実に実行してまいります。
　最後に、世界情勢が混沌とし、先行き不透明な状況
ではございますが、これからも国の地方創生の理念に
基づき、地域経済を縮小させることのないよう、職員
一丸となって取り組んでまいります。村政報告会を再
開するなど、村民の声に耳を傾け「村政の基本は村民と
の対話である」を基本に、村民第一の村政運営に努めて
まいります。議員各位のご理解ご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、令和5年の施政方針といたします。

令和5年度南阿蘇村施政方針
※令和5年南阿蘇村議会第1回定例会にて村長が述べた文章をそのまま引用しています
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減少に努めてまいります。国が進める「みどりの食料シ
ステム戦略」では、2050年までに耕地面積に占める有
機農業の面積割合を25％に拡大することとしており、
農政の大きなトレンドになるものと考えます。幸い本
村はすでに有機農業に積極的に取り組んでおり、有機
肥料生産センター存在の強みをフルに生かし、面積拡
大に力を入れてまいります。観光業においては、新型
コロナウイルス感染症の分類が5月から5類に引き下
げられること、また、先ほど述べましたビッグイベン
トも控えており、状況は大きく好転するものと期待し
ております。観光拠点を整備し、阿蘇の魅力発信をお
こなうとともに、新たな観光スタイルに対応した観光
地域づくりを進めます。台湾・東港鎮との国際交流を
含めたインバウンド観光促進、さらには農畜産物の輸
出入などにも発展させたいと考えております。
　三つ目の「暮らし」は、大自然の中で子どもはすくす
くと、高齢者は生き生きと、全ての村民が幸せを感じる、

そんな暮らしの実現を目標とします。令和2年の国勢
調査で村の人口が1万人を切りましたことは、由々し
き事態と受け止めております。少子高齢化に対応すべ
く、子育て環境の整備、教育環境の充実、移住定住促
進など、人口増を意識した政策を進めます。賃貸住宅
新築整備促進助成事業につきましては、TSMCの進出
も視野に入れ、繰越を含め総額6千万円を計上し、移
住者向けの住宅を整備します。高齢者政策としまして
は、「いつまでも元気な高齢者」をキャッチフレーズに、
様々な取り組みを実施いたします。また、これから増
えるであろう交通弱者や買い物弱者へ配慮した施策に
も取り組んでまいります。
　保育所に関しましては少し詳しくご説明いたします。
児童数の減少により3園とも定員を下回る状況となっ
ております。また、「はくすい保育園」と「くぎの保育園」
については、築30年以上経過しており、年々修繕費な
どの維持管理費が増加し、村の財政を圧迫している要
因の一つとなっております。このようなことから、今
後の保育所のあり方について方針を決定するため、令
和4年7月に「あり方検討委員会」を設置して、諮問を
させて頂きました。先日、笠野委員長から答申をいた
だきましたが（内容の詳細は本号9頁に掲載）、その概
要は、①保育サービスについては、「病児保育」「一時保
育」など、実施に向けて検討されたい。②統廃合をする
場合については、老朽化を迎えている「はくすい保育園」
と「くぎの保育園」の、2027年までの統合が望ましい。
新設の場所は両園の中間付近の適地を検討されたい。③
民営化については、他自治体の事例や保護者アンケー
トの意見を勘案し、メリット・デメリットを見極めて
慎重に検討されたい。以上の3項目について示されま
した。本村としましては、答申を最大限に尊重し、保
育サービスが低下しないよう取り組んでまいります。
方針としましては、民営化を進めるよりも「はくすい保
育園」と「くぎの保育園」の新設統合がふさわしいと考
えております。今後は、議会のご理解をいただき、保
護者の皆さまに丁寧な説明をおこない、進めてまいり
たいと考えております。
　次に、村の財政について申し述べますと、依然とし
て厳しい状況にあり、その要因としましては、①国から
の交付税減額、②大型事業による公債費の増加、③多く

の公共施設の維持管理および老朽化、④手厚い村単独事
業、などが挙げられます。職員数につきましては、震
災前の計画数に徐々に戻しており、組織の効率化も含
め、適正な人員配置に努めてまいります。公共施設に
ついては、本年3月の「公共施設の適正配置に関する審
議結果」の答申に沿い、適正配置を進めます。温泉施設
の民営化など、集約、廃止、および払い下げなど、適
正化は避けては通れない事業であり、村民の皆さまへ
の説明と理解を得ながら、これまで以上に積極的に進
めてまいります。手厚い村単独事業については、住民
サービスの向上と総合計画との整合性を図りつつ、費
用対効果などを見極め、事業の見直しをおこないます。

　歳入対策としては、課税の公平性および確実な徴収
に努めます。公共施設の使用料につきましては、本年
1月の使用料等審議会からの答申を踏まえ、受益者負
担の適正化を図るため、有料化を進めます。令和4年
度のふるさと納税額はおよそ7億円と、昨年の倍以上
に増加しております。また、令和3年度から開始した
企業版ふるさと納税は、村の特色を生かした事業の提
案が功を奏し、年々増加傾向にあります。そして、本
日特別に申し上げたいことは、昨年から慶應義塾大学
と連携協定を締結し進めてきた活動が「大自然が育む食
と自然のエシカルビレッジ」という事業名で、来年度に
2億円の予算が付くことが内閣府のホームページに発
表される予定です（3月10日に内閣府ホームページで
発表）。今後も大学や企業からの支援を受けるべく、先
進的な取り組み、特色ある取り組みを実践し、村の増
収に繋げてまいります。このように、経費削減と財源
確保を同時に進めることで財政基盤を確立し、良質な
公共サービスを提供し続けられるよう、行財政改革へ
の取り組みを加速させ、着実に実行してまいります。
　最後に、世界情勢が混沌とし、先行き不透明な状況
ではございますが、これからも国の地方創生の理念に
基づき、地域経済を縮小させることのないよう、職員
一丸となって取り組んでまいります。村政報告会を再
開するなど、村民の声に耳を傾け「村政の基本は村民と
の対話である」を基本に、村民第一の村政運営に努めて
まいります。議員各位のご理解ご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、令和5年の施政方針といたします。

令和5年度南阿蘇村施政方針
※令和5年南阿蘇村議会第1回定例会にて村長が述べた文章をそのまま引用しています
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　令和5年度の一般会計予算と各特別会計予算が３月議会定例会において可決されました。
　一般会計の予算額は、111億6,440万円（前年度比9.8％減）で、一般会計以外の6特別会計と
上水道事業会計を合わせた予算総額は156億5,802万円となりました。今回はその予算の概要に
ついてお知らせします。
※令和5年度当初予算は、村のホームページでご覧いただけます。

　税や使用料など村が自主的に収入することが
できる財源（自主財源）は、35億3,853万円で、
地方交付税、国県支出金、起債など国県の基準
に基づき交付されたり、割り当てられたりする
収入（依存財源）が76億2,587万円となってい
ます。
　今年度は、事業に充てるための村債（借金）
の発行額が10億5,900万円と前年度比△
55.0％の減額となりました。この村債は、南
阿蘇鉄道施設整備事業やあそ望の郷機能拡張事
業の他、道路維持補修事業や、防火水槽設置事
業などに充てられます。

令和5年度の当初予算 〈問い合わせ〉総務課　℡0967（67）1111

歳入（入ってくるお金）

　今年度は、ふるさと納税に係るお礼品や委託
業務などの関連経費に2億4,561万円、コンビ
ニで村税の支払いや証明書の交付を可能にする
事業費に5,068万円を計上しました。その他、
新型コロナウイルス対策に伴うワクチン接種事
業に9,135万円、防災行政無線操作卓更新およ
び放送内容配信システム導入事業に6,610万円
を計上。その他、あそ望の郷機能拡張事業2億
939万円、村道新設改良事業1億9,020万円な
ど普通建設事業費に11億3,817万円、（前年度比
△22.4％）、各施設の指定管理委託料3,730万円、 
スクールバス運転業務委託料7,625万円など物
件費に17億711万円（前年度比21.7％増）を計
上しています。公債費については、前年度より
増額の35億2,031万円（前年度比4.6％増）です
が、公債費の一部は地方交付税で補てんされます。

歳出（支払うお金）

■一般会計

■特別会計および公営企業会計予算

令和5年度一般会計の主な事業と目的ごとの予算額

こんな事業がおこなわれます

予算額111億6,440万円（前年度比9.8％減）

総務費
●ふるさと寄付金お礼品・委託等業務
●南阿蘇鉄道車両更新・全般検査等負担金
●結婚新生活支援事業
●賃貸住宅新築整備促進事業
●立野ダム仮設備ヤード整備事業
●草原再生・あか牛復興プロジェクト推進事業
●コンビニ収納・交付事業
●台湾交流促進事業

国民健康保険特別会計
簡易水道特別会計
農業集落排水特別会計
生活排水処理事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
上水道事業会計

合　　　計

特別会計名
19億4,704万円
3億9,315万円

9,472万円
7,984万円

16億7,900万円
2億3,986万円

6,001万円
44億9,362万円

予　算　額
0.2%

△7.1%
△20.2%

3.4%
0.6%

△2.6%
△0.3%
△1.0%

前年度比
1億4,337万円

8,786万円
2,908万円
4,602万円

2億7,628万円
7,023万円
1,663万円

6億6,947万円

一般会計からの繰入金

2億4,561万円
3,669万円
300万円

3,200万円
3,500万円
1,000万円
5,068万円
309万円

…　　　
…　

……………………………
…………………　

……………　

……………………　
………………………………

民生費（復興関連予算含）
●敬老事業（祝金支給）
●敬老事業費助成金 
●鍼灸券交付事業
●重度心身障がい者医療費助成事業
●子ども医療扶助
●出産・子育て応援事業
●村内保育園施設等改修工事
●保育園バス運行業務委託
●ONE PIECE×南鉄観光活性化委員会負担金
●南阿蘇鉄道復興イベント実行委員会助成金
●指定文化財補助事業

170万円
657万円
133万円

2,747万円
3,818万円
502万円
230万円

1,598万円
1,100万円
620万円

2,250万円

……………………………　
………………………………　

…………………………………　
…………　　

………………………………　　
…………………………　

……………………　
……………………　　

　　
…　

…………………………　　

保健衛生費
●新型コロナウイルスワクチン接種事業
●阿蘇広域清掃施設運営費負担金
●南部清掃費負担金
●庁舎太陽光発電設備等設置事業
●合併浄化槽設置補助金
●上水道事業会計補助金
●簡易水道特別会計繰出金
●生活排水処理事業特別会計繰出金
●農業集落排水特別会計繰出金

9,135万円
1億3,020万円

3,377万円
952万円

2,325万円
1,662万円
8,786万円
4,602万円
2,908万円

……　
………　　　

……………………………　
……………　

………………………　
………………………　
……………………　

…………　
………………　

農林水産業費
●スーパー中山間地域創生事業
●中山間地農業推進対策元気モデル事業
●農業次世代人材投資資金事業
●農道・水路改修助成金事業
●中山間地域直接支払交付金

600万円
500万円

2,853万円
1,800万円

1億8,676万円

…………………
………

………………　
…………………　
……………　　　

観光費
●指定管理施設関連経費（施設修繕含）
●あそ望の郷機能拡張事業
●水源駐車場整備事業

8,020万円
2億939万円
2,900万円

………　
…………………　　

…………………………　

●環境保全型農業直接支払交付金
●山腹崩壊地復旧・火入れ作業道整備事業
●有害鳥獣対策費

1,867万円
1,313万円
1,940万円

……………　
…　

………………………………　

土木費
●橋梁補修事業
●村道維持補修事業
●村道新設改良事業
●河川維持補修事業
●河川浚渫事業
●危険ブロック塀等安全確保支援事業

3,600万円
8,100万円

1億9,020万円
600万円

2,000万円
160万円

…………………………………　
……………………………　
………………………　　　
………………………………

…………………………………　
…………

消防費
●ポンプ付積載車購入
●防火水槽設置事業
●防災行政無線戸別受信機購入
●防災行政無線操作卓更新事業等

1,780万円
2,340万円
259万円

6,610万円

…………………………　
…………………………　

…………………
……………　

教育費
●学校支援員・英語講師・ALT報酬
●放課後英数教室
●学校情報機器関連
●小中学生英語検定料補助金
●小中学校給食費補助
●小中学校教育振興費補助金
●スクールバス運営事業
●村文化財保存活用地域計画策定事業
●図書室運営費

4,907万円
227万円

3,068万円
122万円

1,855万円
610万円

8,992万円
550万円

1,278万円

…………　
…………………………………
……………………………　

……………………
…………………………　

……………………
………………………　

…………
…………………………………　

災害復旧事業費
●農業用施設災害復旧事業
●公共土木施設災害復旧事業
●消防詰所災害復旧事業

750万円
4,800万円
3,693万円

………………………
…………………　

………………………　

目的ごとの予算額

商工費 5億817万円（4.6％）
議会費 9,470万円（0.8％）

総務費
15億9,799万円
（14.3％）

民生費
21億6,341万円
（19.4％）

農林水産業費 8億4,686万円（7.6％）

公債費
35億2,031万円
（31.5％）

消防費
3億8,352万円（3.4％）土木費 5億9,370万円（5.3％）

災害復旧費
9,573万円（0.9％）

教育費
6億2,127万円
（5.6％）

衛生費 7億513万円（6.3％） 予備費 3,361万円
（0.3％）

歳出 111億6,440万円

歳入 111億6,440万円

人件費
16億6,723万円
14.9％

扶助費
7億1,539万円
6.4％

公債費
35億2,031万円
31.5％普通建設事業費

11億3,817万円 10.2％災害復旧費
1億1,773万円
1.1％

物件費
17億711万円
15.3％

繰出金
8億6,344万円
7.7％

その他 8,278万円 0.8％

村税 11億6,319万円 10.4％
寄附金 4億200万円 3.6％

繰越金 2億5,150万円
2.3％

繰入金
5億2,131万円
4.7％

その他
1億4,872万円

1.3％

諸収入
10億5,181万円
9.4％国・県支出金

12億8,603万円 11.5％

地方債
10億5,900万円 9.5％

各種交付金 2億9,130万円 2.6％
地方譲与税 1億2,254万円 1.1％

貸付金 3,806万円 0.3％

補助費
13億1,418万円
11.8％

地方交付税
48億6,700万円 43.6％

義務的経費
59億293万円
52.8％

その他経費
40億557万円
35.9％
投資的経費
12億5,590万円
11.3％

依存財源
76億2,587万円
68.3％

自主財源
35億3,853万円
31.7％

村HP
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　令和5年度の一般会計予算と各特別会計予算が３月議会定例会において可決されました。
　一般会計の予算額は、111億6,440万円（前年度比9.8％減）で、一般会計以外の6特別会計と
上水道事業会計を合わせた予算総額は156億5,802万円となりました。今回はその予算の概要に
ついてお知らせします。
※令和5年度当初予算は、村のホームページでご覧いただけます。

　税や使用料など村が自主的に収入することが
できる財源（自主財源）は、35億3,853万円で、
地方交付税、国県支出金、起債など国県の基準
に基づき交付されたり、割り当てられたりする
収入（依存財源）が76億2,587万円となってい
ます。
　今年度は、事業に充てるための村債（借金）
の発行額が10億5,900万円と前年度比△
55.0％の減額となりました。この村債は、南
阿蘇鉄道施設整備事業やあそ望の郷機能拡張事
業の他、道路維持補修事業や、防火水槽設置事
業などに充てられます。

令和5年度の当初予算 〈問い合わせ〉総務課　℡0967（67）1111

歳入（入ってくるお金）

　今年度は、ふるさと納税に係るお礼品や委託
業務などの関連経費に2億4,561万円、コンビ
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が、公債費の一部は地方交付税で補てんされます。

歳出（支払うお金）
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令和5年度一般会計の主な事業と目的ごとの予算額

こんな事業がおこなわれます

予算額111億6,440万円（前年度比9.8％減）
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●ふるさと寄付金お礼品・委託等業務
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●結婚新生活支援事業
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●草原再生・あか牛復興プロジェクト推進事業
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国民健康保険特別会計
簡易水道特別会計
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介護保険特別会計
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合　　　計

特別会計名
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3億9,315万円

9,472万円
7,984万円

16億7,900万円
2億3,986万円

6,001万円
44億9,362万円

予　算　額
0.2%

△7.1%
△20.2%

3.4%
0.6%

△2.6%
△0.3%
△1.0%

前年度比
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300万円
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3,500万円
1,000万円
5,068万円
309万円

…　　　
…　

……………………………
…………………　

……………　

……………………　
………………………………

民生費（復興関連予算含）
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1,598万円
1,100万円
620万円

2,250万円

……………………………　
………………………………　

…………………………………　
…………　　

………………………………　　
…………………………　

……………………　
……………………　　

　　
…　

…………………………　　
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……　
………　　　

……………………………　
……………　

………………………　
………………………　
……………………　

…………　
………………　
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…………………
………

………………　
…………………　
……………　　　
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…………………………　
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……………　
…　

………………………………　
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…………………………………　
……………………………　
………………………　　　
………………………………

…………………………………　
…………
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…………………………　
…………………………　

…………………
……………　

教育費
●学校支援員・英語講師・ALT報酬
●放課後英数教室
●学校情報機器関連
●小中学生英語検定料補助金
●小中学校給食費補助
●小中学校教育振興費補助金
●スクールバス運営事業
●村文化財保存活用地域計画策定事業
●図書室運営費

4,907万円
227万円

3,068万円
122万円
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…………　
…………………………………
……………………………　

……………………
…………………………　

……………………
………………………　

…………
…………………………………　
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………………………　

目的ごとの予算額

商工費 5億817万円（4.6％）
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（14.3％）
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（19.4％）
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公債費
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（31.5％）
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災害復旧費
9,573万円（0.9％）

教育費
6億2,127万円
（5.6％）
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歳出 111億6,440万円
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人件費
16億6,723万円
14.9％

扶助費
7億1,539万円
6.4％
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35億2,031万円
31.5％普通建設事業費

11億3,817万円 10.2％災害復旧費
1億1,773万円
1.1％

物件費
17億711万円
15.3％

繰出金
8億6,344万円
7.7％

その他 8,278万円 0.8％

村税 11億6,319万円 10.4％
寄附金 4億200万円 3.6％

繰越金 2億5,150万円
2.3％

繰入金
5億2,131万円
4.7％

その他
1億4,872万円

1.3％

諸収入
10億5,181万円
9.4％国・県支出金

12億8,603万円 11.5％

地方債
10億5,900万円 9.5％

各種交付金 2億9,130万円 2.6％
地方譲与税 1億2,254万円 1.1％

貸付金 3,806万円 0.3％

補助費
13億1,418万円
11.8％

地方交付税
48億6,700万円 43.6％

義務的経費
59億293万円
52.8％

その他経費
40億557万円
35.9％
投資的経費
12億5,590万円
11.3％

依存財源
76億2,587万円
68.3％

自主財源
35億3,853万円
31.7％

村HP
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企業版ふるさと納税により
応援いただきました
　令和4年4月から令和5年2月28日の間、以下の企業より、本村の取り組みに対しまして企業版ふるさと納税に
よる寄附を14,100,000円頂きました。心より感謝申し上げます。

代表者名 寄附金額 寄附日

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

出光興産株式会社

株式会社フォーカス

【阿蘇の景観と地下水を守る事業】

マイナポイントの申込は
お済みでしょうか？
支援窓口を設置中です！
　令和5年2月末までにマイナンバーカードの申請をされた人は、令和5年5月31日までにマイナポイン
トを申し込むと、買い物などに利用できる最大20,000円分のポイントを受け取ることができます。
　次のようなお悩みをお持ちの人は、ぜひ支援窓口までお越しください。
•スマートフォンを持ってないけど、申し込みできるの?
•マイナポイントはどうやって使うの?どこで使えるの?
•今、マイナンバーカードを持っているけど、
　マイナポイントは受け取れますか？

■受付日時（役場開庁日のみ）
　午前の部：午前9時から正午まで
　午後の部：午後1時から5時まで
■場所
　役場1階住民福祉課窓口横
■問い合わせ
　住民福祉課　℡0967（67）2702 総務省HP

マイナポイントの申込み

「キリン 午後の紅茶 for HAPPINESS
熊本県産いちごティー」
寄付金贈呈式
　2月16日、LOOPみなみあそでキリンビバレッジ株
式会社から村に対する寄付金の贈呈式がおこなわれまし
た。これは、同社による「午後ティー HAPPINESS プロ
ジェクト」の一環として2022年6月21日から全国で新
発売された「キリン 午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県
産いちごティー」の売り上げの一部（1本あたり3.9円）
を寄付金とされたもの。昨年度に引き続き支援をいただ
いており、今回は「南阿蘇鉄道の復旧に向けた支援」と「子
どもの学びの場整備」に対し総額2,445万8,429円（そ
れぞれの事業に対し約1,223万円）寄付いただきました。
　式にご参加いただいたキリンビバレッジ株式会社を代
表して西日本統括本部九州支社長福島恒晴様からは「こ
のプロジェクトを通じて熊本県や南阿蘇村の素晴らしい
魅力を全国にお伝えすることで、これからも村民の皆さ
まの豊かな生活に貢献していきたい」との挨拶をいただ
きました。
　今年も「午後ティー HAPPINESS プロジェクト」では新商品が開発され、新
たに全国の自動販売機でも販売され、今後も継続したご支援をいただける予定
とのことです。ぜひお試しください。

代表取締役社長　新納 啓介

代表取締役社長　木藤 俊一

代表取締役　岩瀬 仁

R4年4月

R4年10月

R4年11月

R4年12月

200,000円

※公表不可

※公表不可

※公表不可

企業名

代表者名 寄附金額 寄附日
キャル株式会社

シナジーマーケティング株式会社

西海陶器株式会社

【南阿蘇村の私立IT専門学校を支援する事業】

代表取締役　竹田 稔

代表取締役社長　田代 正雄

代表取締役社長　兒玉 賢太郎

R4年6月

R4年12月

R4年12月

1,000,000円

1,000,000円

1,000,000円

企業名

代表者名 寄附金額 寄附日
一般財団法人砂防・地すべり技術センター

【熊本地震の記憶教訓を繋ぐ事業（阿蘇パノラマテラス整備）】

理事長　南 哲行 R5年2月2,500,000円
企業名

※公表不可

キャンペーンの
詳しくはこちらを

　2月18日に天草市女性消防団8人が村を訪れ、
南阿蘇村女性分団と合同での研修会を役場庁議室
でおこないました。
　今回の研修会は、県内における女性代表者会議
に参加した際、天草市よりお話をいただき、初め
ての実施となりました。当日は、立野ダムの見学
をはじめ、藤原防災官より、村内における女性分

団の概要などについて説明をおこなったほか、辰
巳分団長から、平成28年に発生した熊本地震時の
女性消防団の活動について、パワーポイントを用
いて紹介。その後活発な意見交換をおこないました。
　天草市女性消防団の皆さんは、この研修会をと
ても喜んでおり、今後においても、適宜情報交換
などをおこなっていきたいと感じました。

南阿蘇村
女性消防団だより
南阿蘇村
女性消防団だよりVol.11
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写真中央：笠野委員長、写真右：今吉副委員長

介護保険料の納付忘れはありませんか？
　介護保険料は、当初の納期限までに保険料を納付できなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ
た延滞金が保険料に加算されます。
　保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。納期限までの納付をお願いします。また、特別なご事
情により納期限内の納付が困難な場合は、お早めに健康推進課までご相談ください。

　みなみあそ村でモノづくりしている美術・工芸作家の仲間たちへ、今年で19回目に
なる谷人たちの美術館に参加し、活気溢れるみなみあそ村の魅力を一緒に発信しよう！

■会員資格（詳しくは問い合わせください）
　みなみあそ村でモノづくりしている美術・工芸作家
　みなみあそ村在住の通年展示販売しているギャラリーオーナー
　グループでの参加も可
■募集期間
　4月21日（金）まで
■イベント開催期間
　10月1日から10日（予定）
■イベント参加費
　5,000円（別途 新規入会費5,000円・新規ホームページ掲載費3,000円）
■同時開催
　「村自慢・腕自慢」
　みなみあそ村で農産物などのモノづくりしている人へ
　各参加会場にてお米・新鮮野菜・手づくり作品などを販売して村自慢しよう！
　参加費は無料です。
■問い合わせ
　谷人たちの美術館実行委員会 松山　℡090（9507）5875

•滞納金額が2,000円未満または延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
•延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
•延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。

納付日 令和5年中の割合

納期限の翌日から1カ月経過する日までの割合

納期限の翌日から1カ月経過した以降の割合

年2.4％

年8.7％

■延滞金の割合（a）

■延滞金の計算方法

「南阿蘇村公立保育所のあり方」
について、村長に答申がされました
　第4回南阿蘇村公立保育所のあり方検討委員会が令
和5年2月15日(水)に開催され、「南阿蘇村公立保育所
のあり方」を決定し、笠野委員長および今吉副委員長か
ら村長に答申されました。今後、村長が「南阿蘇村公立
保育所のあり方」について方針を決定し、公表します。
答申の概要については、下記のとおりです。

■「公立保育所のあり方」の概要
　本村では、これまで公立3保育所を運営してきまし
たが、児童数の減少や老朽化した施設整備などの課題
があります。公立保育所としての基本的責任を果たし
ていくという観点と保護者アンケート結果を最大限考
慮して、今後の公立保育所のあり方を下記に示します
ので検討されたい。

①保育サービスの充実について
　保護者の多様化する保育ニーズに、より一層柔軟に
対応していく必要があるので、保護者アンケートの意
見として多かった「病児保育」「休日保育」「催事」「一時保
育」について、実施に向けた検討をお願いしたい。
　特に「病後児保育」を実施する場合は、専用スペース
の確保や感染対策などの施設整備と併せて、看護師な
どの専門的な人材を配置する必要があり、実施に向け
ての課題は多いと思いますが、環境整備に取り組んで
いただきたい。

②保育所の統廃合を検討する場合
　保護者アンケートの意見では「反対」「どちらかといえ
ば反対」が「賛成」「どちらかといえば賛成」を若干上回
る結果となった。これは統合の方針について、具体的
な明示がない中でのアンケートだったこともその要因
の一部と考えられる。また「どちらでもいい」を加える
と「反対」「賛成」の両方で50％を超える結果となった。
　今後も公立保育所として運営していく場合、老朽化
した施設を更新する必要があるが、施設整備に対する
国の財政措置がなく財政的に厳しい状況であることか
ら、今後の保育所運営においてより効率が良い施設整
備が求められる。このようなことから、築30年以上経
過して老朽化による維持管理費が増加している、「はく
すい保育園」と「くぎの保育園」の統合が望ましい。こ
の場合、保護者アンケートの反対意見として多かった
「保育園が遠くなる」などの意見を考慮して、新設統合
とし設置場所は両園の中間付近で、通園の都合が良い
適地を検討されたい。

　また、設置時期は準備期間や設置場所の選定などに
時間を要することから、「くぎの保育園」の建築年数が
40年を迎える、2027年までの設置を検討されたい。

③保育所の民営化を検討する場合
　保育所の民営化については、先駆的で多様な保育サー
ビスなどが期待できる反面、一部の自治体では移管先
事業者の財政運営状況により、事業継続中止などの事
案も発生していることから、他自治体の事例や保護者
アンケートの意見を勘案しメリット・デメリットを見
極めてより慎重に検討されたい。
　公立保育所は私立保育園などと連携協力し、保育現
場の現状や課題を保育行政に反映するための情報収集・
発信拠点としての役割を果たすことから、少なくとも
1カ所は公立保育所として存続を検討されたい。
　民営化する保育所の選定にあたっては、保護者や地
域住民への影響も大きいことから十分な説明をおこな
い、合意形成を図って進める必要があります。
　また、実施にあたっては施設の設置主体・運営主体
について確実で信頼できる事業者を選定するとともに、
十分な引継ぎ期間（2年～3年）を設ける必要があります。
併せて職員の処遇についても、可能な限り継続雇用が
できるよう配慮をお願いしたい。

※検討委員会の内容の詳細については、
　村ホームページをご覧ください。

〈問い合わせ〉子育て支援課　℡0967（67）2715〈問い合わせ〉健康推進課　℡0967（67）2704

延滞金の額 ＝ 滞納保険料額 × 延滞金の割合（a） × 延滞日数 ÷  365日

参加者大募集！
『谷人たちの美術館』って知らんと思うばってんが…
かたってみらんね～
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景観形成について
～世界文化遺産登録候補地として～
　村民が一体となって地域の良好な景観を守り、育て、
新たにつくりだすことは、村民の地域への愛着や誇り
を育むことにつながります。また、地域の魅力を高め
ることにもつながり、産業、観光、その他の地域振興
へ波及することが期待できます。
　阿蘇地域はカルデラ特有の地形のため、中央火口丘
群や外輪山の山腹から地域全体を見渡すことができま
すが、これは、全ての場所において景観に配慮する必
要があり、火山や草原とその周辺のみの景観を保全、
形成していても十分ではないことを意味しています。
　阿蘇五岳や外輪山を除く南阿蘇村の土地の大部分が
民有地であるため、景観形成は、住民や土地の所有者
などに委ねられています。都市住民から見れば、村内

には地域住民の皆さんが気
付かない魅力的な景観資源
はたくさんありますが、永
く南阿蘇村に住み、周りの
景観に見慣れていると、良
さや希少性に気付かず、い
つの間にか失われてしまう
ことがあります。
　景観づくりの第1歩は、
住民の皆さんが地域や村の
景観の素晴らしさを改めて
認識していただくことから始まります。魅力に気付い
て初めて、好ましくないものにも気付きます。世界文
化遺産登録候補地として、小さな１つ１つの景観要素
に気を配ること、景観要素のデザインを揃えること、
修景を図ることなどの取組が求められます。
　村では、住宅の新築やリフォームのとき、地上設置
型の太陽光パネルを設置するとき、集落の皆さんで地
域の道路や水路の管理をされるときに景観形成の参考
としていただくため、「南阿蘇村景観形成ガイドライン」
を策定しました。ガイドラインは、村ホームページで
公開しています。また、役場水・環境課窓口でもお渡
ししています。

　住宅などの建築物、地上設置型太陽光発電施設、柵、塀、擁壁などの工作物について、
一定の規模を超えるものを設置する場合には、事前に届出が必要になります。審査
に最大で30日を要しますので、お早めの届出をお願いします。

延べ床面積10㎡を超えるもの
※国道57号線沿いは、規模にかかわらず建物の種類によって届出が必要に
なる場合があります。

〈問い合わせ〉水・環境課　℡0967（67）3176〈問い合わせ〉定住促進課　℡0967（67）2705

移住定住促進に向けた支援施策
　南阿蘇村では空き家・空き地を売買・賃貸物件として有効活用することを目的として「空き家・空き地バンク制度」
を設けています。
　現在、南阿蘇村の委託を受けた宅地建物取引業者が空き家の調査に入っています。ご近所で空き家の写真を撮影
したり、お話を伺ったりしますのでよろしくお願いします。

　登録の空き家・空き地の物件情報を「南阿蘇村移住サイト」で紹介する
制度です。
　南阿蘇村の委託を受けた宅地建物取引業者が担当に付き、内見から契
約手続きまで対応します。南阿蘇村は契約には介入しません。物件所有
者と移住希望者のマッチング（お見合い）をおこないますので、お互いに
納得したうえでの契約となります。
　登録は無料ですが、契約成立の際に担当の宅地建物取引業者に手数料
を支払う必要があります。
　契約後、家財道具などの処分、家屋の改修についての補助金制度があ
ります（条件があります。詳しくは定住促進課までお問い合わせください）。

所有の空き家、空き地の
管理や処分でお悩みの人、
お気軽にご相談ください。
制度を利用しない人でも
ご相談OKです！

空き家・空き地バンク制度とは？

建築物、工作物、地上設置型太陽光発電設備等の設置、
開発行為には届出が必要です

空き家・空き地バンク制度

　この制度は、南阿蘇村への移住を希望する人や、定住したての人の
相談者・交流相手として「田舎ともだち相談員」を紹介することで、安
心して定住できる環境をつくることを目的としています。
　令和4年6月の空き家・空き地バンク制度改正と併せ、活動内容を
大幅に変更し、名称を「田舎ともだち相談員」に改めました。
　移住前に地域の話を聞きたい人、移住後の生活に悩む人などの相談
相手として紹介します。

•移住希望者、移住者との対談、交流
•移住定住交流会などへの参加
•移住者への生活相談受付

活動内容

田舎ともだち相談員制度

　南阿蘇村の生活を体験したい人向けに、リノベーションした古民
家をお試し移住の体験施設として貸し出しています。利用は村外に
居住する人で、南阿蘇村への移住を希望されている人に限ります。
最長29泊30日までの利用が可能です。

お試し移住体験施設

届出が必要となる建築物などの規模

建築物

高さ1.5ｍを超えるもの柵、塀、擁壁など

地面からの高さ1.5ｍを超えるもの、または面積100㎡を超えるもの地上設置型太陽光発電設備

変更に係る土地面積500㎡を超え、かつ高さが1.5ｍを超える法面、または
擁壁を生ずる切土、または盛土を伴うもの土地の区画形質の変更

南阿蘇移住サイト　https://minamiasoijyuu.jp/

空き家・空き地バンク相談窓口
定住促進課まで
℡0967(67)2705

植山　弘美
（両併二）

井上　　智
（喜多）

山内　健正
（中松一）

定住支援員制度が生まれ変わりました

令和5年度
田舎ともだち
相談員の紹介

　これらの他に、さまざまな屋外工作物、土石・廃棄物などの屋外の堆積、鉱物の掘採または土石の採取も規模に
応じて届出が必要になる場合があります。
※屋外に設置する看板などの広告物について、自己の店舗などがない場所に設置する広告物や店舗などの敷地内に
設置する一定規模以上の広告物については、県の許可申請が必要です。
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ごみ出しのルールに
 ご協力ください！
ごみ出しのルールに
 ご協力ください！

大阿蘇環境センター未来館からの大阿蘇環境センター未来館からの

大阿蘇環境センター未来館イメージキャラクター
『赤牛モーくん』

紙くず、生ごみ、木くず、
プラスチック、革類など

ごみの種類 分別のポイント 指定ごみ袋

固
形
燃
料
ご
み

資
源
ご
み

不
燃
ご
み

乾
電
池
・
蛍
光
管
類

•生ごみは、水分をよく切ってください
•鞄などについている金具類は外してください
•木くずは、直径10㎝以内で袋に入る大きさ
にしてください

•不燃物は絶対に入れないでください

カン・ビン
　飲食用に使用された
　カン・ビン類

•中は空にして、水洗いしてください
•金属製のふたは「小金属」へ
　プラスチック製のふたは「固形燃料ごみ」へ
•油のカン・ビンは「小金属」へ

ペットボトル
　飲食用に使用されたペットボトル

•中は空にして、水洗いしてください
•金属製のキャップは「小金属」へ
　プラスチック製のキャップは「固形燃料ごみ」
へ

•洗剤などの容器は「固形燃料ごみ」へ

紙類
　新聞、チラシ、雑誌、
　ダンボール、その他紙類

•ビニール袋、ガムテープなどは外してください
•高さは30㎝以内にして、可燃性のひもで縛っ
て出してください

•汚れがついたもの、ビニールコートやワック
ス加工してあるものは「固形燃料ごみ」へ

衣類
　上着、ズボン、セーター、
　シーツなど

•ボタンやファスナーなどは付いたままで構いません
•ボロボロになった衣類や下着類は「固形燃料
ごみ」へ

•固形燃料ごみとして出す場合は、金属製のボ
タンやファスナーなどは取り除いてください

小金属・ガラス
　なべ、やかんなどの金属類、ガラス
　（コップ、化粧品のびんなど）、
　陶磁器、小型電気製品など

•スプレー缶、ガスボンベなどは、必ず中身を
使い切って出してください

•割れ物やカミソリなどの危険物は紙などに包
んでください

乾電池、蛍光管 •大阿蘇環境センター未来館・南部中継基地・滝美園クリーンセン
ターまたは役場 水・環境課に直接お持ちください

•蛍光灯が万が一割れてしまった場合は、ポリ袋などの密閉できる
容器に入れて持ち込みしてください

※各施設へごみを直接持ち込まれる場合にも指定ごみ袋の使用、分別をお願いします。

このマークが
目印

分別で、ごみから資源へリサイクル

毎週月曜日～金曜日 午前8時30分～午後4時30分
第4土曜日 午前8時30分～11時30分
祝日（月～金） 午前8時30分～11時30分

持ち込み時間
大阿蘇環境センター未来館 ℡0967（24）5353
南部中継基地   ℡0967（62）0719
滝美園クリーンセンター ℡0967（46）5468

問い合わせ先

　←左の写真は、令和4年10月に収集
された不燃ごみ袋の中に入っていた刺激
物です。収集された不燃ごみの処理をお
こなっていた職員が目の痛みと刺激臭を
訴えました。収集された不燃ごみの捜索
をしたところ、不燃ごみ袋を三重にした
ものの中から、中身が入っている状態の
ビンが発見されました。薬品などの中身
が入っている状態のビンは、不燃ごみと
してごみ収集ステーションに出すことは
できません。不燃ごみなどで出すと、
発火する恐れもあり大変危険です。
　また、「少しくらいなら大丈夫」と軽い
気持ちで混入した不適物は、収集される
と大量の不適物になります。住民の皆さ
ま一人ひとりが決められたルールをきち
んと守り、適正な分別をしていただくこ
とでリサイクルは大きく進みます。
　ゴミの減量化だけでなく、職員の安全
を守るためにも、ごみ出しルールの徹底
と、引き続きごみ分別のご協力をお願い
いたします。

お知らせお知らせ

ビンに入っていた液体が、不燃ごみ袋から
漏れ出ていた状態で発見されました。

\\分別は次頁を参考
に
!//

12 132023.4 2023.4



ごみ出しのルールに
 ご協力ください！
ごみ出しのルールに
 ご協力ください！

大阿蘇環境センター未来館からの大阿蘇環境センター未来館からの

大阿蘇環境センター未来館イメージキャラクター
『赤牛モーくん』

紙くず、生ごみ、木くず、
プラスチック、革類など

ごみの種類 分別のポイント 指定ごみ袋

固
形
燃
料
ご
み

資
源
ご
み

不
燃
ご
み

乾
電
池
・
蛍
光
管
類

•生ごみは、水分をよく切ってください
•鞄などについている金具類は外してください
•木くずは、直径10㎝以内で袋に入る大きさ
にしてください
•不燃物は絶対に入れないでください

カン・ビン
　飲食用に使用された
　カン・ビン類

•中は空にして、水洗いしてください
•金属製のふたは「小金属」へ
　プラスチック製のふたは「固形燃料ごみ」へ
•油のカン・ビンは「小金属」へ

ペットボトル
　飲食用に使用されたペットボトル

•中は空にして、水洗いしてください
•金属製のキャップは「小金属」へ
　プラスチック製のキャップは「固形燃料ごみ」
へ

•洗剤などの容器は「固形燃料ごみ」へ

紙類
　新聞、チラシ、雑誌、
　ダンボール、その他紙類

•ビニール袋、ガムテープなどは外してください
•高さは30㎝以内にして、可燃性のひもで縛っ
て出してください

•汚れがついたもの、ビニールコートやワック
ス加工してあるものは「固形燃料ごみ」へ

衣類
　上着、ズボン、セーター、
　シーツなど

•ボタンやファスナーなどは付いたままで構いません
•ボロボロになった衣類や下着類は「固形燃料
ごみ」へ

•固形燃料ごみとして出す場合は、金属製のボ
タンやファスナーなどは取り除いてください

小金属・ガラス
　なべ、やかんなどの金属類、ガラス
　（コップ、化粧品のびんなど）、
　陶磁器、小型電気製品など

•スプレー缶、ガスボンベなどは、必ず中身を
使い切って出してください

•割れ物やカミソリなどの危険物は紙などに包
んでください

乾電池、蛍光管 •大阿蘇環境センター未来館・南部中継基地・滝美園クリーンセン
ターまたは役場 水・環境課に直接お持ちください

•蛍光灯が万が一割れてしまった場合は、ポリ袋などの密閉できる
容器に入れて持ち込みしてください

※各施設へごみを直接持ち込まれる場合にも指定ごみ袋の使用、分別をお願いします。

このマークが
目印

分別で、ごみから資源へリサイクル

毎週月曜日～金曜日 午前8時30分～午後4時30分
第4土曜日 午前8時30分～11時30分
祝日（月～金） 午前8時30分～11時30分

持ち込み時間
大阿蘇環境センター未来館 ℡0967（24）5353
南部中継基地   ℡0967（62）0719
滝美園クリーンセンター ℡0967（46）5468

問い合わせ先

　←左の写真は、令和4年10月に収集
された不燃ごみ袋の中に入っていた刺激
物です。収集された不燃ごみの処理をお
こなっていた職員が目の痛みと刺激臭を
訴えました。収集された不燃ごみの捜索
をしたところ、不燃ごみ袋を三重にした
ものの中から、中身が入っている状態の
ビンが発見されました。薬品などの中身
が入っている状態のビンは、不燃ごみと
してごみ収集ステーションに出すことは
できません。不燃ごみなどで出すと、
発火する恐れもあり大変危険です。
　また、「少しくらいなら大丈夫」と軽い
気持ちで混入した不適物は、収集される
と大量の不適物になります。住民の皆さ
ま一人ひとりが決められたルールをきち
んと守り、適正な分別をしていただくこ
とでリサイクルは大きく進みます。
　ゴミの減量化だけでなく、職員の安全
を守るためにも、ごみ出しルールの徹底
と、引き続きごみ分別のご協力をお願い
いたします。

お知らせお知らせ

ビンに入っていた液体が、不燃ごみ袋から
漏れ出ていた状態で発見されました。

\\分別は次頁を参考
に
!//

12 132023.4 2023.4



〈問い合わせ〉水・環境課　℡0967（67）3176

〈問い合わせ〉政策企画課 集落支援員 北里　℡0967（67）2230

地球温暖化対策　-脱炭素社会の実現に向けて- Vol.12

　環境省、経済産業省、国土交通省は、2050年カーボンニュートラルの実現
に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、省エネリフォームを支援し
ています。

■申請について
　これらの補助事業の申請は、リフォーム事業者、ハウスメーカー、工務店、家電量販店、エネルギー
供給事業者を通じておこなわれるものです。それぞれの事業者にお問い合わせください。
　申請期間は、令和5年3月下旬から予算上限に達するまで（遅くとも令和5年12月31日まで）となっ
ています。お早めの申請をおすすめします。

■問い合わせ
給湯省エネ事業事務局　℡0570（200）594
※IP電話などからのお問い合わせ　℡045（330）1340 
現在、お問い合わせ窓口は、繋がりにくくなっています。ご案内できることは
ホームページに掲載されていますのでご参照ください。

国の新たな住宅の省エネ化支援制度
「住宅省エネ2023キャンペーン」

3つの補助事業

■こどもエコすまい支援事業（リフォーム）
　エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い
省エネ性能（ZEHレベル）を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修などに
対して支援

■先進的窓リノベ事業
　既存住宅における窓の高断熱化を促進するため、改修に係る費用の一部を補助

■給湯省エネ事業
　家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器
の導入支援

•対象事業 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォームによる開口部の断熱改修、外壁、
  屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置など
•補助上限額 30万円（世帯要件により最大60万円）

•対象事業 高性能な断熱窓への改修
•補助上限額 200万円

•対象事業 新築注文住宅、新築分譲住宅、既存住宅（リフォーム）での以下の
  家庭用機器導入
  ①燃料電池（エネファーム）
  ②電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）
  ③ヒートポンプ給湯機（エコキュート）

•補助上限額 ①は15万円、②および③は5万円

住宅省エネ2023
キャンペーン公式HP

　令和5年3月1日、熊本地震から7年を前に、対象6
地区の復興むらづくり協議会で、復興計画の進捗や協議
会の今後などについて、各区長と役場関係課を交え、事
前アンケートの報告と意見交換をおこないました。
　「復興むらづくり協議会」は、集落内の復旧工事や集
落再生の話し合いなどに向けて発足。平成29年の村へ
の要望をもとにこれまでの復興が進められてきましたが、
令和4年度で復旧工事は終盤を迎え、集落復興支援事業
の補助金も終了し、今回は協議会の今後を話し合う場と
なりました。また、工事関連は各課の担当が相談窓口と
なり、支援事業の継続などは政策企画課（支援員）を相
談窓口として、必要な対応や提案をおこなうこととしま
した。
　意見交換後、復興むらづくり協議会は継続することと
なり、今後は地区の要望に沿って、コロナ禍で不足して
いた集落交流や勉強会などを計画していく予定です。

Vol.53

■6地区復興むらづくり協議会の今後について（事前アンケート報告・意見交換会）

写真上：平成29年12月、吉良村長へ「被災6地区の要望書」を提出
写真下：今回の報告・意見交換会
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〈問い合わせ〉農業委員会事務局　℡0967（67）2707

南阿蘇村畑地耕作促進補助金
　この補助金は、畑地の遊休農地解消を目的とした補助金で、南阿蘇村に住所を有する農
家が対象となり、下表のとおり、村内で畑地を新規で取得したり、利用権設定をした場合
補助金が交付されます。村内の農業担い手など、経営規模拡大や畑地の利用促進を検討さ
れる農家は本制度を有効活用してください。

10アール当たり補助金額一筆当たりの畑地面積の範囲区分（台帳地目）

畑

500㎡以下

501㎡～1,000㎡

1,001㎡以上

5,000円

4,000円

3,000円

島根県出身。熊本大学卒業後、いったんは地元に就職。2021年4月、
地域おこし協力隊（スマートヴィレッジ推進プロジェクト）として熊
本県南阿蘇村へ。協力隊着任後プログラミング専門講座を受講する
など、知識と技術を磨いてきた野津さん。2023年3月をもって退任
します。
右／小学校のクラブ活動で、パソコンやプログラミングについて教
える野津さん。
上／教育委員会とタッグを組んで、ドローンを使ったプログラミン
グ授業を実施。

Vol.61南阿蘇村

　地域おこし協力隊として、熊本県に「帰ってきた」野
津周平さん。「その頃にはまったく考えていなかった道
が開けました」と、スマートヴィレッジ推進プロジェク
トに携わった、この2年間を振り返ります。
　「スマートヴィレッジ構想」を掲げる南阿蘇村。村の
さまざまな課題をITで解決していこうと、熊本・福岡
のIT企業が主体となって結成されたITバレー協議会と
村とで、連携協定を結んでいます。野津さんの主な役
割は、協議会と村の橋渡し役。ICT人材育成などを目
的に整備された「南阿蘇村ICT交流センター」の運営サ
ポートや、旧中松小学校を活用したICT拠点「中松集学
校」への企業サテライトオフィス誘致活動、放牧牛の居
場所をGPSで把握する試験などに携わってきました。
　とりわけ野津さんが楽しみにしていたのが、小学生

を対象にしたプログラミング教室。ゲームを作ってみ
たり、ドローンに「直進」「旋回」などの動作プログラム
を入力して飛行させてみたり。「かなり高度な内容でし
たが、とても喜んでもらえました」。
　テレビ局の営業マンからの転身。知識ゼロからの挑
戦には苦労もあったでしょう。「仕事を創造して提案し
ていくという点で、力不足は否めなかった。でも、い
ろいろなIT企業の人と一緒に仕事をする貴重な機会を
いただきました。役場の職員さんがいろいろと気をつ
かってくださることも多くて、とてもありがたかった
です」と話します。
　退任後も、南阿蘇村でICTを主軸に据えた仕事に携
わる予定。情報分野にますます注目が集まるいま、野
津さんのこれからの活躍に、期待がふくらみます。

まったく想像もしていなかった、
新たな道。
可能性を模索できた2年間
（取材・文・撮影／家入明日美）

地域おこし協力隊 野津周平さん（政策企画課）

左／バイクにはまった、大学生時代。
当時の仲間の存在が、熊本に「帰る」
きっかけのひとつになりました。
中／「自分の責任で動物を撃って捌
いて食べてみたい」と、南阿蘇村に
移住してからハンターの免許を取
得。
右／ 2022年、落花生を育てて収穫
する村内のイベントに参加。「びっ
くりするくらいおいしかった！」。

2023年3月末退任します。2年間ありがとうございました！ Q．協力隊になった理由
A．村に移住するにあたり、地元の皆さんと
の交流をとおして、地域のことにより深く関
わっていきたいと思ったからです。
Q．プロジェクト内容
A. 空き家バンクの運営や移住体験プログラ
ムの企画などを担当します。地域の皆さんと
移住希望者を繋げるサポートができるように
頑張ります。
Q．南阿蘇村の好きなところ
A. 阿蘇の大きな山々を、どこからでも身近
に感じられるところ。特に晴れた朝の、気持
ちいい空気感に癒されています。

南阿蘇村地域おこし協力隊
移住・定住促進プロジェクトに、
新メンバーが加わりました♪

New
Face

家族で南阿蘇村に移住したい！ と検討中。阿蘇の暮らし、楽しみながら、勉強しています！

名　前：梅田 ゆうか（定住促進課）
着　任：2023年2月1日
出　身：福岡県

フェイス

ニュー

南阿蘇村農地集約促進補助金
　この補助金は、南阿蘇村に住所を有する農家が対象となり、下記表のとおり、南阿蘇村
の農地（田、畑）を新規で取得したり、利用権設定をした場合で、50a以上農地集約ができ
た農家へ補助金が交付されます。令和5年度改正により農地所有者も対象となります。

　上記の2つの補助金について内容などのご不明な点は農業委員会事務局までお尋ねください。

10アール当たり補助金額所有権の移転または利用権設定の期間区分（台帳地目）

田

畑

３年以上

３年以上

5,000円

2,500円

村HP

村HP
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〈問い合わせ〉農業委員会事務局　℡0967（67）2707

南阿蘇村畑地耕作促進補助金
　この補助金は、畑地の遊休農地解消を目的とした補助金で、南阿蘇村に住所を有する農
家が対象となり、下表のとおり、村内で畑地を新規で取得したり、利用権設定をした場合
補助金が交付されます。村内の農業担い手など、経営規模拡大や畑地の利用促進を検討さ
れる農家は本制度を有効活用してください。

10アール当たり補助金額一筆当たりの畑地面積の範囲区分（台帳地目）

畑

500㎡以下

501㎡～1,000㎡

1,001㎡以上

5,000円

4,000円

3,000円

島根県出身。熊本大学卒業後、いったんは地元に就職。2021年4月、
地域おこし協力隊（スマートヴィレッジ推進プロジェクト）として熊
本県南阿蘇村へ。協力隊着任後プログラミング専門講座を受講する
など、知識と技術を磨いてきた野津さん。2023年3月をもって退任
します。
右／小学校のクラブ活動で、パソコンやプログラミングについて教
える野津さん。
上／教育委員会とタッグを組んで、ドローンを使ったプログラミン
グ授業を実施。

Vol.61南阿蘇村

　地域おこし協力隊として、熊本県に「帰ってきた」野
津周平さん。「その頃にはまったく考えていなかった道
が開けました」と、スマートヴィレッジ推進プロジェク
トに携わった、この2年間を振り返ります。
　「スマートヴィレッジ構想」を掲げる南阿蘇村。村の
さまざまな課題をITで解決していこうと、熊本・福岡
のIT企業が主体となって結成されたITバレー協議会と
村とで、連携協定を結んでいます。野津さんの主な役
割は、協議会と村の橋渡し役。ICT人材育成などを目
的に整備された「南阿蘇村ICT交流センター」の運営サ
ポートや、旧中松小学校を活用したICT拠点「中松集学
校」への企業サテライトオフィス誘致活動、放牧牛の居
場所をGPSで把握する試験などに携わってきました。
　とりわけ野津さんが楽しみにしていたのが、小学生

を対象にしたプログラミング教室。ゲームを作ってみ
たり、ドローンに「直進」「旋回」などの動作プログラム
を入力して飛行させてみたり。「かなり高度な内容でし
たが、とても喜んでもらえました」。
　テレビ局の営業マンからの転身。知識ゼロからの挑
戦には苦労もあったでしょう。「仕事を創造して提案し
ていくという点で、力不足は否めなかった。でも、い
ろいろなIT企業の人と一緒に仕事をする貴重な機会を
いただきました。役場の職員さんがいろいろと気をつ
かってくださることも多くて、とてもありがたかった
です」と話します。
　退任後も、南阿蘇村でICTを主軸に据えた仕事に携
わる予定。情報分野にますます注目が集まるいま、野
津さんのこれからの活躍に、期待がふくらみます。

まったく想像もしていなかった、
新たな道。
可能性を模索できた2年間
（取材・文・撮影／家入明日美）

地域おこし協力隊 野津周平さん（政策企画課）

左／バイクにはまった、大学生時代。
当時の仲間の存在が、熊本に「帰る」
きっかけのひとつになりました。
中／「自分の責任で動物を撃って捌
いて食べてみたい」と、南阿蘇村に
移住してからハンターの免許を取
得。
右／ 2022年、落花生を育てて収穫
する村内のイベントに参加。「びっ
くりするくらいおいしかった！」。

2023年3月末退任します。2年間ありがとうございました！ Q．協力隊になった理由
A．村に移住するにあたり、地元の皆さんと
の交流をとおして、地域のことにより深く関
わっていきたいと思ったからです。
Q．プロジェクト内容
A. 空き家バンクの運営や移住体験プログラ
ムの企画などを担当します。地域の皆さんと
移住希望者を繋げるサポートができるように
頑張ります。
Q．南阿蘇村の好きなところ
A. 阿蘇の大きな山々を、どこからでも身近
に感じられるところ。特に晴れた朝の、気持
ちいい空気感に癒されています。

南阿蘇村地域おこし協力隊
移住・定住促進プロジェクトに、
新メンバーが加わりました♪

New
Face

家族で南阿蘇村に移住したい！ と検討中。阿蘇の暮らし、楽しみながら、勉強しています！

名　前：梅田 ゆうか（定住促進課）
着　任：2023年2月1日
出　身：福岡県

フェイス

ニュー

南阿蘇村農地集約促進補助金
　この補助金は、南阿蘇村に住所を有する農家が対象となり、下記表のとおり、南阿蘇村
の農地（田、畑）を新規で取得したり、利用権設定をした場合で、50a以上農地集約ができ
た農家へ補助金が交付されます。令和5年度改正により農地所有者も対象となります。

　上記の2つの補助金について内容などのご不明な点は農業委員会事務局までお尋ねください。

10アール当たり補助金額所有権の移転または利用権設定の期間区分（台帳地目）

田

畑

３年以上

３年以上

5,000円

2,500円

村HP

村HP

16 172023.4 2023.4



こんなときは届け出が必要です

修学のため、別に住所を定める
施設などに住所を移す

保護廃止決定通知書
在留カード
国民健康保険証

国民健康保険証
国民健康保険証・保護決定通知書
国民健康保険証・在留カード

国民健康保険証

母子健康手帳

健康保険をやめた証明書（離職票など） 
資格喪失証明書または任意継続保険証

職場の健康保険証（該当者全員分必要）
国民健康保険証

転出証明書
※国保加入前に住民福祉課で転入手続きをおこなって
　ください

世帯主、住所、氏名を変更した
外国籍の人がやめる
生活保護を受け始めた
死亡した

職場の健康保険に加入した

他の市区町村へ転出する
外国籍の人が加入する
生活保護を受けなくなった
子どもが産まれた

職場の健康保険をやめた
任意継続の有効期限が切れた

他の市区町村から転入してきた
（職場の健康保険に加入していない場合）

世帯を分けた、一緒にした

保険証の再交付
（汚損・破損・紛失）

加入の届け出が遅れると

会社をやめた 加入の届け出をした

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

５月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
保険証がないため、医療費は全額自己負担となります。

保険証（汚損・破損の場合）
届出者の本人確認書類
【マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証・
パスポートなど】
※別世帯の人に届出を依頼する場合は委任状が必要
※紛失された場合は、本人確認書類をお持ちください

こんなとき 届け出に必要なもの

国
保
に
加
入

国
保
を
や
め
る

そ
　の
　他

•国民健康保険税は、加入の届け出を出したときからではな
く加入の資格を得た月から発生します。手続きが遅れると、
さかのぼって納めなければなりません。

•保険証がないため、病院にかかったときには全額自己負担
となります。

例えば……

やめる手続きが遅れると
•保険証が手元にあるため、うっかりその保
険証で医療を受けた場合には、国保が負担
した医療費を後で返さなければなりません。

•国保税と、職場で加入した健康保険料を二
重に支払ってしまうことがあります。

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係国保担当 ℡0967（67）2704

　春は就職・退職・進学など異動の多い季節です。異動が決まったら、国保の加入・脱退
の手続きを忘れないように注意してください。社会保険などに加入した場合に、自動で切り替わるこ
とはありませんので必ず手続きをおこなってください。また、異動から14日以内の手続きをお願いします。

学校や施設などの名称、所在地がわかるもの（在学証明
書など）

〈問い合わせ〉健康推進課 医療保険係　℡0967（67）2704

後期高齢者医療制度の対象となる人

後期高齢者医療被保険者へのお知らせ
•75歳以上の人（75歳の誕生日から自動的に加入）
•65歳から75歳未満の人で一定の障がいがある人（村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入）

令和5年度の保険料率
•保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
•保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

所得が低い人への均等割額軽減
◆保険料の均等割額の軽減
①7割軽減：43万円＋(10万円×(給与・年金所得者の数※1－1))
②5割軽減：43万円＋(28万5千円×世帯の被保険者数)＋(10万円×(給与・年金所得者の数※1－1))
③2割軽減：43万円＋(52万円×世帯の被保険者数)＋(10万円×(給与・年金所得者の数※1－1))
　世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額など※2の合計額が

令和5年度 後期高齢者医療保険料の納め方について
　後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）または普通徴収（納付書または口座振替）により納め
ることになります。

特別徴収から口座振替への変更について
　後期高齢者医療保険料を特別徴収（年金からの差し引き）により納めている人は、申し出により、保険料を口座振
替での納付へ変更することができます。

※一定の障がいがある人とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1から3級および4級の一部、精神障害者手帳に記載され
た障がいの等級が1から2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の人などです。

※一定の障がいに該当する人の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤
回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。

※生活保護を受けている人および外国人で在留期間が3カ月未満である人などは対象になりません。

令和5年4月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の人

保険料の均等割額を7割軽減①の判定額を超えない世帯

保険料の均等割額を5割軽減②の判定額を超えない世帯

保険料の均等割額を2割軽減③の判定額を超えない世帯

令和5年4月より納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。普通徴収の人

※合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

※1

※2

「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金
収入が60万円超）の人の合計人数です。
均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得につい
ては高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

保険料額
（年額）

※年額66万円が上限です

＝ ＋
均等割額
54,000円
（被保険者1人当たり）

所得割額
（総所得金額など－43万円※（基礎控除））

×
10.26％（所得割率）
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31 農業の次世代を担う

Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

いつまでもお元気で

熊本県家庭教育支援
功労者表彰

　1月27日、熊本県庁地下大会議室で熊本県家庭教育
支援功労者表彰式がおこなわれ、荒牧カヨ子さん（第六
駐在区）が表彰を受けました。
　荒牧さんは長年にわたり放課後子供教室に従事され、
子どもたちの良き理解者として、子どもたちが安心して
過ごせる体験の場づくり、楽しく学べるプログラムの立
案などに努め、未来を担う子どもたちの成長を支えてこ
られました。これからの学校・家庭・地域の教育力の向上・
充実のために尽力されている功績が認められ、今回の表
彰となりました。

1
27

久木野の「地域記憶」
DVD完成

1
31

2
3

7才の交通安全マップを
寄贈いただきました

　杉本シゲさん（第二駐在）が100歳を迎えられ、表彰状
と記念品が贈呈されました。
　杉本さんは大正12年1月25日生まれ。自ら進んで施
設のリビングに出られて毎日体操をされており、長生き
の秘訣を聞くと「人に好かれること」とお答えいただきま
した。
　お話が好きで、他の施設入所者の人ともよくお話をさ
れます。整理整頓や食事も自分でされており、村長から
表彰状を手渡されると笑顔を見せられました。

　令和4年度熊本県農業コンクール大会表彰式が1月31
日に熊本テルサで開催され、山室大地さん、山室由里子
さん夫婦（白川）が見事に新人王部門（秀賞）を受賞され
ました。
　この賞は、自らの農業経営・技術の改善に積極的に取
り組むとともに次世代を担う者として、地域農業および
地域社会の振興発展に尽力された人に贈られるもので、
これまでの功績が高く評価され、今回の受賞となりまし
た。また、同賞を受賞された山室夫婦は、農林水産祭参
加行事として、農林水産大臣賞も授与されます。

　1月31日に役場応接室にて、久木野地域における「地
域記憶」DVDの完成報告と贈呈がおこなわれました。同
DVDは、日本福祉大学の伊藤美智予准教授らが「地域の
一体感や愛着、誇りを高める契機になる」として復興支
援の一環として企画し、地域住民などによる制作委員会
により作成され、住民から収集した写真などをもとに生
活の移り変わりを示した映像集です。
　今後、さまざまな集まりの中での鑑賞会（地域回想法）
や子どもへの地域教育での活用が期待されます。
問い合わせ先：南阿蘇ケアサービス　℡0967（67）1606

　前原澄子さん（第四駐在）が100歳を迎えられ、表彰状
と記念品が贈呈されました。
　前原さんは大正11年12月31日生まれ。カナダで生ま
れ育たれましたが、日本人としての誇りがあり日本語を
習うために日本に帰り女学校に通われたとのこと。
　施設の荒牧代表から「これからも一緒に穏やかに暮らし
ていきましょう」と声をかけられるなど、職員の皆さんに
囲まれて祝福されました。

　2月3日、役場庁議室でこくみん共済coopから教育
委員会に対して「7才の交通安全マップ」が寄贈されまし
た。
　この取り組みは、同共済と金沢大学が共同開発した
マップを使い、交通事故に遭いやすいというデータがあ
る7才の子どもたちが、楽しく交通安全について学ぶこ
とができるというものです。教育長からは「今回いただ
いたマップがあれば子どもたちがみんなで楽しみながら
交通安全について学ぶことができる。大変ありがたい」
との言葉がありました。

2
10

スポーツ推進委員功労者表彰
（文部科学大臣表彰）受賞

2
11

南阿蘇村小学生親睦
ティーボール大会

　丸野健一郎さん（立野）がスポーツ推進委員功労者表
彰（文部科学大臣表彰）を受賞されました。この表彰は
地域スポーツの推進に功績顕著な人に贈られる賞です。
　丸野さんは、昭和61年よりスポーツ推進委員（当時長
陽村体育指導委員）として現在に至るまで36年間にわた
り村内のスポーツ活動に熱心に取り組まれています。こ
れまで村球技大会や令和元年度開催の第1回みなみあそ
復興マラソンなどで大会運営に当たられ、村のスポーツ
振興発展にご尽力されました。

　2月11日にパークドーム熊本にて南阿蘇村小学生親
睦ティーボール大会が3年ぶりに開催されました。この
大会は、村内3小学校の6年生を対象にニュースポーツ
を通し、親睦を図ることを目的としています。
　当日は23人が参加し、ティーボール大会をおこなっ
た後に、モルックの体験会もおこないました。チームに
分かれ作戦を考えるなど、中学校入学前に親睦を深める
ことができました。
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案などに努め、未来を担う子どもたちの成長を支えてこ
られました。これからの学校・家庭・地域の教育力の向上・
充実のために尽力されている功績が認められ、今回の表
彰となりました。
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久木野の「地域記憶」
DVD完成

1
31

2
3

7才の交通安全マップを
寄贈いただきました

　杉本シゲさん（第二駐在）が100歳を迎えられ、表彰状
と記念品が贈呈されました。
　杉本さんは大正12年1月25日生まれ。自ら進んで施
設のリビングに出られて毎日体操をされており、長生き
の秘訣を聞くと「人に好かれること」とお答えいただきま
した。
　お話が好きで、他の施設入所者の人ともよくお話をさ
れます。整理整頓や食事も自分でされており、村長から
表彰状を手渡されると笑顔を見せられました。

　令和4年度熊本県農業コンクール大会表彰式が1月31
日に熊本テルサで開催され、山室大地さん、山室由里子
さん夫婦（白川）が見事に新人王部門（秀賞）を受賞され
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地域社会の振興発展に尽力された人に贈られるもので、
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や子どもへの地域教育での活用が期待されます。
問い合わせ先：南阿蘇ケアサービス　℡0967（67）1606
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ていきましょう」と声をかけられるなど、職員の皆さんに
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いたマップがあれば子どもたちがみんなで楽しみながら
交通安全について学ぶことができる。大変ありがたい」
との言葉がありました。

2
10

スポーツ推進委員功労者表彰
（文部科学大臣表彰）受賞

2
11

南阿蘇村小学生親睦
ティーボール大会

　丸野健一郎さん（立野）がスポーツ推進委員功労者表
彰（文部科学大臣表彰）を受賞されました。この表彰は
地域スポーツの推進に功績顕著な人に贈られる賞です。
　丸野さんは、昭和61年よりスポーツ推進委員（当時長
陽村体育指導委員）として現在に至るまで36年間にわた
り村内のスポーツ活動に熱心に取り組まれています。こ
れまで村球技大会や令和元年度開催の第1回みなみあそ
復興マラソンなどで大会運営に当たられ、村のスポーツ
振興発展にご尽力されました。

　2月11日にパークドーム熊本にて南阿蘇村小学生親
睦ティーボール大会が3年ぶりに開催されました。この
大会は、村内3小学校の6年生を対象にニュースポーツ
を通し、親睦を図ることを目的としています。
　当日は23人が参加し、ティーボール大会をおこなっ
た後に、モルックの体験会もおこないました。チームに
分かれ作戦を考えるなど、中学校入学前に親睦を深める
ことができました。
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Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

行政改革推進委員会
からの答申

　村では、社会環境の変化に柔軟に対応し、質の高い公
共サービスが提供し続けられるよう、令和3年3月に「南
阿蘇村行財政改革計画」を策定し、健全な財政基盤の確立、
効率的な組織体制の構築に向け取り組みを進めています。
　今年度は、人口減少や少子高齢化などによるニーズの
変化に応じた公共施設の維持管理（適正配置）について
審議が重ねられ、3月2日、井田会長（県立大学教授）か
ら村長に答申がありました。委員会の概要や答申の内容
は村ホームページに公開しています。

3
2

南阿蘇村
グローバルフェア開催

3
11

　3月11日、道の駅あそ望の郷くぎので「南阿蘇村グロー
バルフェア2023」が開催されました。このイベントは、
専門学校イデアITカレッジの開校などに伴い、村内外で
の国際交流の機会が急速に広がっていることから誰もが
安心して生活できる多文化共生の村づくりを進めるべく
開催されたものです。
　当日は、日本も含めた7カ国の食事を提供する屋台や、
伝統の民族衣装の顔出しパネル、多文化共生に関する取
り組みの展示などが用意されたほか、モルックなどの世
界各国の遊びの体験がおこなわれ、多くの来場者で賑わ
いました。

「立野ダム周辺
かわまちづくり協議会」発足

　2月17日に「立野ダム周辺かわまちづくり協議会」が
発足し、その第1回を役場庁議室で開催しました。これは、
立野峡谷を流れる白川、黒川の河川を活用して、地域活
性化に寄与する国土交通省の「かわまちづくり支援制度」
の登録に向け設けられたものです。
　支援制度の登録には、かわまちづくり計画の策定が必
要となり、今後は、河川管理者（国）や民間事業者及び
地元住民と検討部会を設け、連携しながら計画策定に向
け社会実験や利活用の検討をおこなっていく予定です。

2
17

㊗小学生 ランドセル贈呈式が
おこなわれました

3
1

　3月1日に役場庁議室で令和4年度ランドセル贈呈式
がおこなわれました。ランドセルの贈呈は、4月から村
内の小学校へ進学する村内の園児を対象におこなわれる
もので、今年度は63人が対象となりました。
　昨年度からランドセルの色をこれまでの赤黒も含めた
5色の中から選ぶことができるようになり、村長と教育
長から受け取ったお気に入りの色のランドセルを背負っ
た山室翔弥くん（写真中央左）と郷廣大くん（写真中央右）
は、とても嬉しそうな笑顔を見せてくれました。

■南阿蘇村代表 …………（67）1111
■総務課 …………………（67）1111
■政策企画課 ……………（67）2230
■産業観光課 ……………（67）1112
■議会事務局 ……………（67）1553
■農政課 …………………（67）2706
■農業委員会事務局 ……（67）2707
■住民福祉課 ……………（67）2702
■定住促進課 ……………（67）2705
■健康推進課 ……………（67）2704

■子育て支援課『みなっこ』……（67）2715
■税務課 ………………………（67）2703
■会計課 ………………………（67）2701
■水・環境課 ……………………（67）3176
…………………………………（65）8121

■建設課 ………………………（67）3178
■教育委員会事務局 …………（67）1602

南阿蘇村ホームページ
httpｓ：//www.vill.minamiaso.lg.jp

各課の電話番号 〈市外局番0967〉くらし
の
くらし
の

Life Information

　この事業は、村民自ら考え実践
する地域づくりを積極的に推進す
るため、地域の発展に資する地域
活性化事業などに対し審査委員会
を経て予算の範囲内で補助金を団
体に交付するものです。
　事業申請をされる場合は、村ホー
ムページにある要綱の内容（団体
要件・対象経費等）をよくご覧のう
え、様式をダウンロードし、事業
実施計画承認申請書を期限までに
ご提出ください。
■申請期限
　4月28日（金）
■審査委員会
　5月下旬以降
（詳細な日時は決定後対象団体へ
お知らせします）
■問い合わせ
政策企画課 企画係
℡0967（67）2230

　人権作文集「しらかわ」には、南
阿蘇村の各学校、各保育園の子ど
もたちの豊かな感性によって表現
されたかけがえのないくらしや思
いが作品として掲載されています。

　部落差別をはじめとするさまざ
まな人権問題についての学習を通
して自分のこと、くらし、仲間の
ことを大切にしていこうとする思
いにあふれた作品、家族とのふれ
あいをつづった作品などが収めら
れています。「しらかわ」が届いた
際にはぜひ、ご一読ください。
■問い合わせ
教育委員会
℡0967（67）1602

■第一次試験日
　5月7日（日）
■第一次試験地
　阿蘇広域行政事務組合
　大阿蘇環境センター未来館
■受付期間
　4月17日（月）から5月1日（月）
までの午前8時30分～午後5時
（土・日曜日を除く）
■採用日
　7月1日
■職務内容
　事務部局福祉施設などに勤務
し、看護業務などに従事
■受験資格
　昭和47年4月2日以降に生まれ
た人で、看護師または准看護師の
免許を有する人
■試験区分など
【区分・職種】
　資格免許職・看護師
【採用予定人数】　
　1人程度

【第一次試験の内容】
　作文試験
※第二次試験（面接試験）は、5月
下旬に実施します

■問い合わせ
阿蘇広域行政事務組合
事務局総務課人事係
℡0967（24）5111

　厚生労働大臣が障がい者の雇用
の促進や安定に関する取り組みな
どの優良な中小企業を認定する制
度です。
■認定されるメリット
•認定マークを使用できます
•厚生労働省などによる周知広報
の対象となります

•日本政策金融公庫の低利融資対
象となります

■認定事業主になるには
　都道府県労働局またはハロー
ワークに申請が必要です。詳しく
はホームページをご確認ください。

障がい者雇用に関する
優良な中小事業主に対する
認定制度

「きらめく地域づくり
支援事業補助金」事業
募集

村HP

人権作文集「しらかわ」

令和5年度
阿蘇広域行政事務組合
職員採用試験案内

厚生労働省HP

阿蘇広域HP
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〈問い合わせ〉（一社）みなみあそ観光局　℡0967（67）2222

みなみあそ観光局便り
働き手を呼び込み、より魅力的な温泉地へ！ 南阿蘇温泉郷・合同求人サイトがOPEN
　村内には10以上の温泉旅館やホテルがあり、日々多くの観光客が訪れていま
す。宿泊業は観光業のなかでも金額・滞在時間において占めるウエイトが大きく、
旅行の満足度にも大きく影響する重要な産業です。しかし近年は人材不足に悩
む宿泊施設が多い状況です。
　そんな課題を改善し、宿泊施設と働く人の双方にとってより満足度の高い雇
用に繋げるため、今回南阿蘇村温泉旅館組合では加盟施設が連携し、一体となっ
た「南阿蘇温泉郷 求人サイト」を制作しました。これまで各施設が個別におこなっ
ていた採用活動では求人を出しても応募数が少ない、若い人材の確保が難しい
などの課題がありました。今回の求人サイトでは、どの施設でどの職種の求人
が出ているか、仕事内容はどんなものか、温泉郷内の求人状況を分かりやすく
まとめています。また実際に働く人のインタビュー記事も交えながら、現場の
空気や各施設の風土を伝え、採用後のギャップが少なくなるよう工夫しています。
　加えて温泉郷全体でのキャリアサポートの取り組みの紹介、ブランドイメー
ジの発信により、これまで南阿蘇温泉郷を知らない人にもその魅力や活動が伝
わるよう制作しました。毎年春と夏に実施している学生向け交流会の様子もこ
ちらで公開しています。皆さんもぜひ一度サイトをご覧ください。

南阿蘇温泉郷-五岳五湯-
求人サイトイメージ

QRコード

〈問い合わせ〉税務課 課税係　℡0967（67）2703

　固定資産税の課税内容を記載した「固定資産税課税明細書」（以下、「課税明細書」）と「固定資産税納税通
知書」（以下「納税通知書」）は同封して毎年5月に送付します。
　お手元に課税明細書と納税通知書が届くのは5月中旬ごろとなる予定です。

　年金所得に係る個人住民税は、平成21年10月から年金支給時に年金から天引きする特別徴収制度（以下、
「特別徴収」）がおこなわれています。特別徴収の対象となる年金は、国民年金法に基づく老齢基礎年金な
どで、本人の希望により徴収方法を変えることはできないことになっています。

■特別徴収の対象
　「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある人」です。た
だし以下の人などは特別徴収の対象となりません。
　①介護保険料が年金から天引きされていない人
　②天引きされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
■特別徴収の対象となる個人住民税
　公的年金などの年金所得に係る個人住民税のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人
住民税は、これまでどおり給与からの天引き、または普通徴収（納付書または口座振替）で納めていただく
ことになります。
■特別徴収が中止となる場合
　特別徴収の開始後、村外への転出や税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中
止となり、普通徴収（本人が納付書で納めたり、口座振替によって納める方法）により納めていただくこと
になります。
■特別徴収の開始時期と徴収方法
（例）個人住民税の年税額が6万円（年金所得のみ）の場合

※個人住民税の年金からの天引き（特別徴収）は、納税方法を変更するものであり、その他の所得に係る個人住民税の税負担が新たに生
じるものではありません。詳しくは税務課 住民税係までお問い合わせください。

■固定資産税課税明細書とは
　課税明細書は、当該年度課税の対象となる固定資産（土地・家屋・償却資産）の内訳を記載したものです。
対象となるのは、1月1日現在で所有する土地・家屋で、評価額などが記載されています。
　なお、土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準の合計額が免税点（※）未満の場合は発送されません。
※免税点とは
　村内に同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合には、
固定資産税は課税されません。　【土地】30万円　【家屋】20万円

表①　特別徴収が開始される最初の年度

公的年金から個人住民税を天引き（特別徴収）する制度について

納付書で納める（普通徴収） 年金から天引き（特別徴収）

税務課 か ら の お 知 らせ 税
村内に土地・家屋を所有する人へ
～固定資産税課税明細書の発送時期について～

月

税額

算出方法

6月

1万5千円
年税額の
4分の1

8月

1万5千円
年税額の
4分の1

10月

1万円
年税額の
6分の1

12月

1万円
年税額の
6分の1

2月

1万円
年税額の
6分の1

表②　特別徴収2年目以降の徴収方法
年金から天引き（特別徴収）

月

税額

算出方法

4月

1万円

6月

1万円

前年度の年税額6分の1ずつ

8月

1万円

10月

1万円

12月

1万円

年税額の残りの3分の1ずつ

2月

1万円

南阿蘇村農業みらい公社通信 Vol.8

　農地仲介事業では、農地仲介登録をいただいた
農地のうち、3月までに合計9件、7.7haを借り
受け、新規就農プロジェクトの地域おこし協力隊
とともに水稲、大豆、落花生、ゴマ、エゴマ、ショ
ウガ、ニンニク、秋ジャガイモを栽培しました。
このうちショウガについては村内の企業などと連
携してパウダー、シロップ、お菓子などの加工品
もできました。特にショウガパウダーは味噌汁に
少し入れたり、煮魚の臭み取りなどにも重宝しま
す。パウダーやシロップは今後物産館でも販売予
定です。また、南阿蘇商店で販売されているショ

ウガ味のマシュマロやクッキーも人気があります
のでお試しください。
　なお、3月末から新規就農プロジェクトの地域
おこし協力隊4人が新たにメンバーとして加わり
ました。詳しくは協力隊通信で紹介しますのでよ
ろしくお願いします。

農業公社が本格的に活動を始めてから1年になりました。この間、多くの人の支援をいただきました。
ありがとうございます。

高齢化などに伴って耕作が困難になった農地の斡旋については、
まずは役場農業委員会　℡0967（67）2707 にご相談ください。
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注意

南阿蘇村子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

「おひなまつり」みんなでお祝いしました

〈お知らせ〉
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開
所日時の変更や、行事予定の変更、中止の可能性
があります。村ホームページ、またはわくわくひ
ろば℡0967(65)8580にてご確認ください。

6日
11日
13日
20日
27日

（木）
（火）
（木）
（木）
（木）

絵本の読み聞かせ
大きくなあれ（身体測定）
手遊びをしよう
散歩に行こう
こいのぼりを作ろう（要予約）

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などをおこなっておりま
す。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不
安を感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しい
ときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階
　　　　　　大字河陰145-3

4月行事予定（午前10時30分から）

Vol.204ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

　今までにも、新型コロナウイルス感染症に起因
したハラスメント（嫌がらせ）行為、「コロナ・ハラ
スメント」が発生しているとのメディア報道があり
ました。
　こうした行為は人権侵害となりうるだけでなく、
体調不良の場合の休暇取得や、学校の欠席といっ

た感染拡大防止のための行動をためらわせたり、
思い当たる感染経路を隠したりする要因となり、
かえって感染を拡大させる結果を招きかねません。
さらに、感染拡大防止のため経済活動にも影響が
でます。

新型コロナの感染症法は、5月8日（月）に、
季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行されます！

　感染拡大を防ぐために、私たちにできることは
なんでしょうか。それは、他者を攻撃するのでは
なく、各々が周囲への配慮を忘れずに、かつ自分
の身を守る行動に努めることです。
　体調が悪そうな人に冷たい目を向けないことも
大切ですが、周囲の人を不安・不快にさせないよう、
自らの体調管理や咳エチケットにも気を配りたい

ですね。
　誰もが感染者、濃厚接触者になり得る状況です。
自分や家族がその立場に置かれたとして、嫌なこと、
傷つくこと、逆に助かることを想像してみてくだ
さい。
　お互いの人権を尊重し、冷静な行動により感染
拡大防止に努めましょう。

マナーを守って、思いやりのある行動を！

南部分署なんでも

　KHK/UNマークが記載されている混合油の販売容器や一
斗缶・ペール缶なども運搬容器には該当しますが、性能試験
はキャップを密閉した状態でおこなっているため一度開封す
るとキャップを閉めたとしても衝撃などにより、中の危険物
が漏れ出す可能性がありますので、繰り返しの使用は絶対に
やめましょう。

〈問い合わせ〉 阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署　TEL0967（62）9034　火事・救急 119

油脂類販売に伴うガソリン・灯油・軽油容器の適正利用について

南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時

お
問
い
合
わ
せ

Vol.120
南阿蘇

相談室から

　ついに南阿蘇消費者相談室にも相談が入りました。
と言うのも、熊本県の消費生活センターからちょうど
注意喚起された後だったからです。こんな内容でした。
　スマホで検索中に広告が出てきて、美容マスクが初
回499円（1パック4枚）定期コース、回数縛りなし、
いつでも解約可能と記載されていたので注文し、商品
を受け取り、支払いを済ませます。相談者としては、1
回だけのつもりで、2回目は解約するつもりだったそう
です。まさか、2回目が7日後に発送されてくるとは、
思いもしませんよね？ これは定期コースの解約手続き
をさせる前に発送するあくどい手口と言えます。しか
も2回目は、パック数が増え、3パックで32,340円と
高額です。びっくりしますよね。恐ろしいです。こん
な会社が実際あります。
　そして、会社と交渉するようになるわけですが、電
話はなかなか繋がらないし、すんなり解約とはいきま
せん。1パック4枚、定価10,780円を払うか、2回目
の半額16,170円を払うかの2択というのが会社側の主
張です。後は、両者で落としどころを交渉していくし
かないです。

　「初回だけ安い」には理由があります。スマホに出て
くる広告は、怪しい物が多いと言っても過言ではあり
ません。だまされないでください。
　この会社、インターネット上の口コミに、ものすごく、
大量の悪評が立っています。購入する前に、口コミを
確認するのも、だまされないコツの一つです。

インターネット上の広告に要注意!!

ガソリンまたは混合油の容器

危険物の運搬基準に違反すると、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

灯油の容器

軽油の容器

注意
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注意

南阿蘇村子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

「おひなまつり」みんなでお祝いしました

〈お知らせ〉
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開
所日時の変更や、行事予定の変更、中止の可能性
があります。村ホームページ、またはわくわくひ
ろば℡0967(65)8580にてご確認ください。

6日
11日
13日
20日
27日

（木）
（火）
（木）
（木）
（木）

絵本の読み聞かせ
大きくなあれ（身体測定）
手遊びをしよう
散歩に行こう
こいのぼりを作ろう（要予約）

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などをおこなっておりま
す。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不
安を感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しい
ときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階
　　　　　　大字河陰145-3

4月行事予定（午前10時30分から）

Vol.204ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

　今までにも、新型コロナウイルス感染症に起因
したハラスメント（嫌がらせ）行為、「コロナ・ハラ
スメント」が発生しているとのメディア報道があり
ました。
　こうした行為は人権侵害となりうるだけでなく、
体調不良の場合の休暇取得や、学校の欠席といっ

た感染拡大防止のための行動をためらわせたり、
思い当たる感染経路を隠したりする要因となり、
かえって感染を拡大させる結果を招きかねません。
さらに、感染拡大防止のため経済活動にも影響が
でます。

新型コロナの感染症法は、5月8日（月）に、
季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行されます！

　感染拡大を防ぐために、私たちにできることは
なんでしょうか。それは、他者を攻撃するのでは
なく、各々が周囲への配慮を忘れずに、かつ自分
の身を守る行動に努めることです。
　体調が悪そうな人に冷たい目を向けないことも
大切ですが、周囲の人を不安・不快にさせないよう、
自らの体調管理や咳エチケットにも気を配りたい

ですね。
　誰もが感染者、濃厚接触者になり得る状況です。
自分や家族がその立場に置かれたとして、嫌なこと、
傷つくこと、逆に助かることを想像してみてくだ
さい。
　お互いの人権を尊重し、冷静な行動により感染
拡大防止に努めましょう。

マナーを守って、思いやりのある行動を！

南部分署なんでも

　KHK/UNマークが記載されている混合油の販売容器や一
斗缶・ペール缶なども運搬容器には該当しますが、性能試験
はキャップを密閉した状態でおこなっているため一度開封す
るとキャップを閉めたとしても衝撃などにより、中の危険物
が漏れ出す可能性がありますので、繰り返しの使用は絶対に
やめましょう。

〈問い合わせ〉 阿蘇広域行政事務組合 消防本部 南部分署　TEL0967（62）9034　火事・救急 119

油脂類販売に伴うガソリン・灯油・軽油容器の適正利用について

南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時

お
問
い
合
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せ

Vol.120
南阿蘇

相談室から

　ついに南阿蘇消費者相談室にも相談が入りました。
と言うのも、熊本県の消費生活センターからちょうど
注意喚起された後だったからです。こんな内容でした。
　スマホで検索中に広告が出てきて、美容マスクが初
回499円（1パック4枚）定期コース、回数縛りなし、
いつでも解約可能と記載されていたので注文し、商品
を受け取り、支払いを済ませます。相談者としては、1
回だけのつもりで、2回目は解約するつもりだったそう
です。まさか、2回目が7日後に発送されてくるとは、
思いもしませんよね？ これは定期コースの解約手続き
をさせる前に発送するあくどい手口と言えます。しか
も2回目は、パック数が増え、3パックで32,340円と
高額です。びっくりしますよね。恐ろしいです。こん
な会社が実際あります。
　そして、会社と交渉するようになるわけですが、電
話はなかなか繋がらないし、すんなり解約とはいきま
せん。1パック4枚、定価10,780円を払うか、2回目
の半額16,170円を払うかの2択というのが会社側の主
張です。後は、両者で落としどころを交渉していくし
かないです。

　「初回だけ安い」には理由があります。スマホに出て
くる広告は、怪しい物が多いと言っても過言ではあり
ません。だまされないでください。
　この会社、インターネット上の口コミに、ものすごく、
大量の悪評が立っています。購入する前に、口コミを
確認するのも、だまされないコツの一つです。

インターネット上の広告に要注意!!

ガソリンまたは混合油の容器

危険物の運搬基準に違反すると、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

灯油の容器

軽油の容器

注意

26 272023.4 2023.4



〈問い合わせ〉高森警察署　℡0967（62）0110

山岳遭難の防止

　登山届は、万一の遭難発生時に捜索の手がかりとなる大切な「資料」です。
県警では、携帯電話での登山届提出も受け付けています（県警HP参照）。作成
した登山計画は、家族・友人・勤務先等にも伝えておきましょう。

■「登山届」を出しましょう！

令和5年度警察職員募
集

警察官Ａ　4月中旬から5月中旬
警察行政　4月中旬から5月上旬
詳細につきましては、熊本県警察ホームページを
ご覧ください。

■受付期間

　熊本県警察は、熊本県及び株式会社ヤマップと、ヤマップが運営
する登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」の登山届情報システムの活
用に関する協定を締結しました。山岳遭難を防ぐうえでも、有効性
が高いアプリなので、自らの命を守るためにも、ご利用を検討され
てください。

■登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」

携帯電話（ガラケー）用
登山届送信フォーム

スマートフォン用
登山届送信フォーム

熊本県警察HP

２０２０年１１月号より毎月肥後狂句をお送り
いただいておりました下田喜八郎様が２月２５
日に亡くなられました。この場をお借りして、
これまでのお礼をお伝えするとともにご冥福を
お祈りします。　　　　　  （広報担当者）
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〈問い合わせ〉高森警察署　℡0967（62）0110

山岳遭難の防止

　登山届は、万一の遭難発生時に捜索の手がかりとなる大切な「資料」です。
県警では、携帯電話での登山届提出も受け付けています（県警HP参照）。作成
した登山計画は、家族・友人・勤務先等にも伝えておきましょう。

■「登山届」を出しましょう！

令和5年度警察職員募
集

警察官Ａ　4月中旬から5月中旬
警察行政　4月中旬から5月上旬
詳細につきましては、熊本県警察ホームページを
ご覧ください。

■受付期間

　熊本県警察は、熊本県及び株式会社ヤマップと、ヤマップが運営
する登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」の登山届情報システムの活
用に関する協定を締結しました。山岳遭難を防ぐうえでも、有効性
が高いアプリなので、自らの命を守るためにも、ご利用を検討され
てください。

■登山アプリ「YAMAP（ヤマップ）」

携帯電話（ガラケー）用
登山届送信フォーム

スマートフォン用
登山届送信フォーム

熊本県警察HP

２０２０年１１月号より毎月肥後狂句をお送り
いただいておりました下田喜八郎様が２月２５
日に亡くなられました。この場をお借りして、
これまでのお礼をお伝えするとともにご冥福を
お祈りします。　　　　　  （広報担当者）
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）」 

ま
た
は 「
自
由
題
」

汗
ぽ
と
り
雑
草
憎
い
広
い
庭

南
阿
蘇
中 

3
年
　辻
川
　詩
葉

ひ
ろ
い
そ
ら
ぶ
ら
ん
こ
こ
い
で
と
ど
き
そ
う

久
木
野
小 

1
年
　宮
崎
　大
樹

ど
り
ょ
く
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
ら
さ
き
は
あ
る

久
木
野
小 

4
年
　林
田
の
ど
か

ゆ
か
た
き
て
夏
祭
り
行
き
恋
拾
う

南
阿
蘇
西
小 

5
年
　古
庄
　
　菫

テ
ス
ト
本
ば
ん
え
ん
ぴ
つ
お
れ
て
じ
ご
く
行
き

白
水
小 

6
年
　緒
方
　穂
積

夏
休
み
勉
強
七
で
遊
び
三

南
阿
蘇
中 

3
年
　鈴
木
　晴
道

広
い
海
う
き
わ
に
乗
っ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス

白
水
小 

6
年
　松
岡
　元
稀

な
つ
の
そ
ら
し
ん
わ
の
な
か
の
ふ
た
ご
ざ
だ

久
木
野
小 

1
年
　二
羽
　啓
史

た
い
よ
う
は
み
ん
な
を
お
こ
す
め
い
じ
ん
だ

久
木
野
小 

1
年
　恵
良
　真
織

広
い
世
界
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
ん
だ
な

久
木
野
小 

3
年
　長
せ
い
ろ
葉

広
い
空
い
つ
も
み
ん
な
を
見
て
い
る
よ

久
木
野
小 
3
年
　ま
つ
お
さ
え

広
い
海
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
泳
ぎ
た
い

久
木
野
小 
4
年
　谷
口
成
太
郎

広
い
海
夏
の
思
い
出
焼
け
た
肌南

阿
蘇
中 

3
年
　宮
田
　敬
翔

あ
り
が
と
う
そ
の
一
言
が
温
か
い

南
阿
蘇
中 

3
年
　倉
岡
　孝
英

広
い
海
魚
待
つ
祖
父
焼
け
る
足南

阿
蘇
中 

3
年
　眞
道
み
ず
き

夏
の
空
い
な
ほ
も
下
が
り
赤
ト
ン
ボ

白
水
小 

5
年
　鈴
木
　桃
花

カ
ブ
ト
ム
シ
の
王
様
力
持
ち

白
水
小 

6
年
　後
藤
彰
之
介

給
食
は
残
さ
ず
食
べ
よ
う
S
D
G
s

白
水
小 

6
年
　松
岡
　佑
飛

ス
ケ
ボ
ー
で
す
い
す
い
す
い
す
い
風
に
の
る

久
木
野
小 

2
年
　古
澤
　龍
弥

が
く
ね
ん
が
ひ
と
つ
あ
が
る
と
う
れ
し
い
な

久
木
野
小 

4
年
　木
下
　愛
梨

教
室
は
さ
わ
が
し
い
け
ど
そ
れ
が
い
い

久
木
野
小 

4
年
　古
澤
ゆ
う
と

あ
い
さ
つ
は
み
ん
な
え
が
お
に
し
て
く
れ
る

久
木
野
小 

5
年
　今
村
麻
織
里

四
時
間
目
お
な
か
が
す
い
て
力
出
ぬ

久
木
野
小 

6
年
　佐
竹
　佑
匡

か
い
も
の
で
コ
ソ
コ
ソ
む
か
う
か
し
コ
ー
ナ
ー

久
木
野
小 

6
年
　山
中
美
乃
里

笑
顔
は
ね
み
ん
な
の
心
に
ひ
び
く
も
の

南
阿
蘇
中 

1
年
　瀬
本
月
世
美

夏
祭
り
目
が
離
せ
な
い
君
と
花
火

南
阿
蘇
中 

3
年
　古
澤
　亨
佳

夏
休
み
解
放
感
の
落
と
し
穴

南
阿
蘇
中 

3
年
　渡
邊
　眞
心

特 

選
特 

選
秀 

句
秀 

句
佳 

作
佳 

作

～お知らせ～
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歯っぴい健診
（白水保健センター）

散歩に行こう
（わくわくひろば）

図書室
春のイベント
（南阿蘇村図書室）

1歳6カ月児健診
（白水保健センター）

こいのぼりを作ろう（要予約）
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会
11：00～11：20
（南阿蘇村図書室）

7カ月児健診
（白水保健センター）

手遊びをしよう
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会
11：00～11：20
（南阿蘇村図書室）

絵本の読み聞かせ
（わくわくひろば）

育児相談
（子育て支援課）

大きくなあれ
（身体測定）
（わくわくひろば）

4カ月児健診
（白水保健センター）

ありがとうございます 〈敬称略〉

広報切手代
工藤　幸雄（福岡県）
工藤　良太（岡山県）

おめでとうございます 〈敬称略〉

野尻　龍馬
甲斐　朱菜

〈高森町〉
〈加勢〉

こんにちは赤ちゃん 〈敬称略〉

〈真人・萌・白川〉
〈輝・千夏・中松一〉
〈壯史・裕美・第四駐在〉
〈伊貴・晃子・第七駐在〉
〈康稔・有理・第八駐在〉
〈敬信・咲恵・下田〉
〈裕輔・真実・黒川〉
〈裕輔・真実・黒川〉
〈隼・彩那・長野〉
〈康晴・裕子・立野〉

夫

妻

※戸籍届出時の住民登録に基づき記載しておりま
す。（同日転入の場合は除く）

〈　〉内は保護者・行政区
か

あい

の

な

さ

か

つき

み ゆ

あお ば

き み

ま い

ゆ い

る い

せ な

おくやみ 〈敬称略〉

〈本人・両併一〉
〈政純・白川〉
〈本人・白川〉
〈本人・吉田三〉
〈本人・吉田三〉
〈本人・中松三〉
〈本人・第二駐在〉
〈本人・第八駐在〉
〈本人・第九駐在〉
〈本人・東下田〉
〈本人・喜多〉
〈博美・下野〉

93歳
91歳
80歳
93歳
72歳
81歳

102歳
88歳
86歳
83歳
93歳
89歳

〈　〉内は世帯主・行政区

後藤佳乃歌ちゃん

上田　愛奈ちゃん

大橋　咲月ちゃん

今村　美結ちゃん

山内　葵葉ちゃん

野田　季弥ちゃん

岩下　舞衣ちゃん

岩下　結衣ちゃん

田村　琉彩くん

日山　惺菜ちゃん

社協告知板
次の方から南阿蘇村社会福祉協議会に寄
付をいただきました。

〈敬称略〉

香典返し
山室　ツヨ・白川
飯干あや子・中松一
興梠　政純・白川
中川　鉄也・吉田三
下田　正治・下田

〈亡夫・山室今朝義〉
〈亡夫・飯干信弘〉
〈亡母・興梠房子〉
〈亡母・中川キヨ子〉
〈亡母・下田マツ子〉

下田喜八郎
興梠　房子
興梠　幸喜
中川キヨ子
宮田　玉喜
甲斐スイ子
後藤サツオ
岩永　貞行
大津　敬子
松本ミチ子
井上チエ子
田中　輝子

図書室だより
新刊・新着情報！
～図書のご案内～
■一般

荒地の家族

暮らしっく

選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか？
日本のジェンダー平等と政治

アクセサリーの考古学
倭と古代朝鮮の交渉史

【出版】 花伝社
【編者】 ジェンダー法政策研究所

【出版】 扶桑社
【著者】 高橋久美子

【出版】 吉川弘文館
【著者】 高田貫太

大ピンチずかん

おばけのかわをむいたら

たったひとりのサバイバル・ゲーム
底なし沼を脱出せよ！

【出版】 小学館
【作】 鈴木のりたけ

【出版】 文響社
【著者】 たなかひかる

【出版】 KADOKAWA
【著者】 トレイシー・ターナー

■児童書

コロネのおしりはどっち？
【出版】 みらいパブリッシング
【著者】 塚本ユージ

【出版】新潮社　【著者】佐藤厚志

〈問い合わせ〉
南阿蘇村図書室　℡0967（65）8581
　　教育委員会　℡0967（67）1602

利用者の読みたい本に少しでもお応えできるよう、リクエス
トや予約などもおこなっています。（要望にお応えできない
本もありますので、ご了承ください。）

役場庁舎の時間外出入口とLOOPみ
なみあそ玄関前に時間外返却箱を設
置しています。休館日や時間外など
の返却時にご利用ください。

※南阿蘇村図書室ではFacebookで図書室の
情報をお知らせしています。新刊情報やイ
ベント情報などもありますので、ぜひご覧
ください。

2023 南阿蘇カレンダーAPRIL4

各種行事やイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の状況により急な変更の可能性があります。　発熱により医療機関にかかられる際には、必ず事前の電話をお願いします。

月日 火 水 木 金 土

3/26

2

9

16

23

30

3/27

3

10

17

24

5/1

3/28

4

11

18

25

5/2

3/29

5

12

19

26

5/3

3/30

6

13

20

27

5/4

3/31

7

14

21

28

5/5

1

8

15

22

29

5/6

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

廃食油回収日

・白水 久木野可燃ごみ　　　
不燃ごみ 長陽

・白水 長陽ペットボトル　　　
不燃ごみ 久木野

新聞・雑誌・ダンボール
・白水 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野
白水
久木野

可燃ごみ
不燃ごみ
ペットボトル

長陽

可燃ごみ
新聞・雑誌・ダンボール

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

ビン・缶類 ・白水 長陽

ビン・缶類 ・白水 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

良見内科医院
高森町高森
0967（62）0646

藤本医院
南阿蘇村中松
0967（67）0020

藤本医院
南阿蘇村中松
0967（67）0020

南郷谷リハビリテーション
クリニック
高森町高森
0967（62）3351

渡邉総合内科クリニック
高森町高森
0967（65）2201

渡邉内科
南阿蘇村河陰
0967（67）1777

寺﨑内科胃腸科クリニック
南阿蘇村白川
0967（62）0378

俵山クリニック
西原村小森
096（292）2250

一般寄付
池田　和之 〈東京都府中市〉
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歯っぴい健診
（白水保健センター）

散歩に行こう
（わくわくひろば）

図書室
春のイベント
（南阿蘇村図書室）

1歳6カ月児健診
（白水保健センター）

こいのぼりを作ろう（要予約）
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会
11：00～11：20
（南阿蘇村図書室）

7カ月児健診
（白水保健センター）

手遊びをしよう
（わくわくひろば）

乳幼児のための
おはなし会
11：00～11：20
（南阿蘇村図書室）

絵本の読み聞かせ
（わくわくひろば）

育児相談
（子育て支援課）

大きくなあれ
（身体測定）
（わくわくひろば）

4カ月児健診
（白水保健センター）

ありがとうございます 〈敬称略〉

広報切手代
工藤　幸雄（福岡県）
工藤　良太（岡山県）

おめでとうございます 〈敬称略〉

野尻　龍馬
甲斐　朱菜

〈高森町〉
〈加勢〉

こんにちは赤ちゃん 〈敬称略〉

〈真人・萌・白川〉
〈輝・千夏・中松一〉
〈壯史・裕美・第四駐在〉
〈伊貴・晃子・第七駐在〉
〈康稔・有理・第八駐在〉
〈敬信・咲恵・下田〉
〈裕輔・真実・黒川〉
〈裕輔・真実・黒川〉
〈隼・彩那・長野〉
〈康晴・裕子・立野〉

夫

妻

※戸籍届出時の住民登録に基づき記載しておりま
す。（同日転入の場合は除く）

〈　〉内は保護者・行政区
か

あい

の

な

さ

か

つき

み ゆ

あお ば

き み

ま い

ゆ い

る い

せ な

おくやみ 〈敬称略〉

〈本人・両併一〉
〈政純・白川〉
〈本人・白川〉
〈本人・吉田三〉
〈本人・吉田三〉
〈本人・中松三〉
〈本人・第二駐在〉
〈本人・第八駐在〉
〈本人・第九駐在〉
〈本人・東下田〉
〈本人・喜多〉
〈博美・下野〉

93歳
91歳
80歳
93歳
72歳
81歳

102歳
88歳
86歳
83歳
93歳
89歳

〈　〉内は世帯主・行政区

後藤佳乃歌ちゃん

上田　愛奈ちゃん

大橋　咲月ちゃん

今村　美結ちゃん

山内　葵葉ちゃん

野田　季弥ちゃん

岩下　舞衣ちゃん

岩下　結衣ちゃん

田村　琉彩くん

日山　惺菜ちゃん

社協告知板
次の方から南阿蘇村社会福祉協議会に寄
付をいただきました。

〈敬称略〉

香典返し
山室　ツヨ・白川
飯干あや子・中松一
興梠　政純・白川
中川　鉄也・吉田三
下田　正治・下田

〈亡夫・山室今朝義〉
〈亡夫・飯干信弘〉
〈亡母・興梠房子〉
〈亡母・中川キヨ子〉
〈亡母・下田マツ子〉

下田喜八郎
興梠　房子
興梠　幸喜
中川キヨ子
宮田　玉喜
甲斐スイ子
後藤サツオ
岩永　貞行
大津　敬子
松本ミチ子
井上チエ子
田中　輝子

図書室だより
新刊・新着情報！
～図書のご案内～
■一般

荒地の家族

暮らしっく

選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか？
日本のジェンダー平等と政治

アクセサリーの考古学
倭と古代朝鮮の交渉史

【出版】 花伝社
【編者】 ジェンダー法政策研究所

【出版】 扶桑社
【著者】 高橋久美子

【出版】 吉川弘文館
【著者】 高田貫太

大ピンチずかん

おばけのかわをむいたら

たったひとりのサバイバル・ゲーム
底なし沼を脱出せよ！

【出版】 小学館
【作】 鈴木のりたけ

【出版】 文響社
【著者】 たなかひかる

【出版】 KADOKAWA
【著者】 トレイシー・ターナー

■児童書

コロネのおしりはどっち？
【出版】 みらいパブリッシング
【著者】 塚本ユージ

【出版】新潮社　【著者】佐藤厚志

〈問い合わせ〉
南阿蘇村図書室　℡0967（65）8581
　　教育委員会　℡0967（67）1602

利用者の読みたい本に少しでもお応えできるよう、リクエス
トや予約などもおこなっています。（要望にお応えできない
本もありますので、ご了承ください。）

役場庁舎の時間外出入口とLOOPみ
なみあそ玄関前に時間外返却箱を設
置しています。休館日や時間外など
の返却時にご利用ください。

※南阿蘇村図書室ではFacebookで図書室の
情報をお知らせしています。新刊情報やイ
ベント情報などもありますので、ぜひご覧
ください。

2023 南阿蘇カレンダーAPRIL4

各種行事やイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の状況により急な変更の可能性があります。　発熱により医療機関にかかられる際には、必ず事前の電話をお願いします。

月日 火 水 木 金 土

3/26

2

9

16

23

30

3/27

3

10

17

24

5/1

3/28

4

11

18

25

5/2

3/29

5

12

19

26

5/3

3/30

6

13

20

27

5/4

3/31

7

14

21

28

5/5

1

8

15

22

29

5/6

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

阿蘇立野病院
南阿蘇村立野
0967（68）0111

廃食油回収日

・白水 久木野可燃ごみ　　　
不燃ごみ 長陽

・白水 長陽ペットボトル　　　
不燃ごみ 久木野

新聞・雑誌・ダンボール
・白水 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野
白水
久木野

可燃ごみ
不燃ごみ
ペットボトル

長陽

可燃ごみ
新聞・雑誌・ダンボール

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

可燃ごみ
ビン・缶類

長陽
久木野

ビン・缶類 ・白水 長陽

ビン・缶類 ・白水 長陽

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

可燃ごみ ・白水 久木野

良見内科医院
高森町高森
0967（62）0646

藤本医院
南阿蘇村中松
0967（67）0020

藤本医院
南阿蘇村中松
0967（67）0020

南郷谷リハビリテーション
クリニック
高森町高森
0967（62）3351

渡邉総合内科クリニック
高森町高森
0967（65）2201

渡邉内科
南阿蘇村河陰
0967（67）1777

寺﨑内科胃腸科クリニック
南阿蘇村白川
0967（62）0378

俵山クリニック
西原村小森
096（292）2250

一般寄付
池田　和之 〈東京都府中市〉
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令和5年2月28日現在
（前月比）

▶保育園の卒園式の取材に行ったところ、これまでの取材で顔を知った子が
多く、園児たちも「カメラの人だ～」とか「○○ちゃんのパパだ～」などと私の
顔を覚えてくれている子もおり、その園児たちの晴れ姿に思わず涙がこぼれ、
上手くシャッターが切れませんでした。こんな調子では我が子の卒園式では

どうなるか先が思いやられます。▶コロナ禍で理想的な保育園生活とはいかなかったであろう世代
の園児たちなので、これからの未来が晴れやかなものになるようにと一層願うばかりです。 成

編集
後記

３歳の誕生日を迎えるお子さんを募集します
■応募方法

【お問い合わせ】

誕生月の前月５日（５日が休日の場合は５日以降直近の平日）までに、写真・
一言コメント・お子さんの氏名と生年月日・保護者の氏名・連絡先を添えて
役場政策企画課企画係までお申し込みください。

政策企画課企画係　℡0967（67）2230

南阿蘇村
公式SNS運用中!!

117

LINEメニューでの
受信設定を
必ずお願いします

▲ツイッター

▲ライン
▲フェイスブック

4,939
5,187
10,126
4,686

（－14）

（－5）

（－19）

（－6）

男

女

計

世帯数

人口

4

南阿蘇鉄道の全線開通日が7月15日（土）に決定しました。写真（南阿蘇鉄道㈱提供）は3月に架け替え工事が完了した立野
渓谷に架かる第一白川橋梁を渡る新車両（MT-4000形）の写真。熊本地震から7年3カ月ぶりの待望の瞬間を待ちきれません。

7/15 南阿蘇鉄道全線運転再開決定

みなみあそ広
報 2023
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南阿蘇村民憲章
私たちは、多様性を認め合いみんなが誇れる南阿蘇村をつくるため、
この憲章を定めます。

みずと緑あふれる美しい自然を愛し、守ります
ながい歴史により育まれた伝統や知恵を受け継ぎ、伝えます
みんなで描く豊かな未来、やさしさにあふれた村を創ります
あその自然と共に営む暮らしを大切にし、活力ある村を築きます
そして、いつも心に蘇る、私たちのふるさと南阿蘇

あ い となん

保護者／賢さん・聖美さん

R2年

生まれ
4月9日

阿南 一燈くん（男）
中松三

ウルトラマン
だ～いすき♡

あ み さだち

保護者／和浩さん・美奈子さん

R2年

生まれ
4月7日

安達 美紗ちゃん（女）
中松三

お花と葉っぱが
大好きです☆

Happy Birthday
３さいお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう

「感謝の気持ち」をもって
お客さまに接する

　中川有里さん（旧姓：中尾）は、赤瀬区の出身。現在は日本航
空株式会社（JAL）の客室乗務員として世界中を飛び回り「お客
さまに安全で快適な空の旅をお届けできるよう」努めています。
また、「JALふるさと応援隊」の熊本県担当としても活躍されて
おり、熊本の魅力を発掘し、地域を活性化する手伝いをされて
います。「将来、自慢のふるさと南阿蘇村に戻り、暮らしたい」
とお話しいただきました。
　そんな中川さんには、心に残っていることがあります。それ
は新人でまだ仕事に不慣れなときに、お客さまからいただいた
お褒めのコメント。乗務経験が少なくてもお客さまを大切に思
う気持ちが伝わりお褒めいただいたのだと感じ、感激するとと
もに「お客さまの気持ちに寄り添うことの大切さを学びました」
とのことです。また、日頃心がけているのは「感謝の気持ちを
持つ」こと。どんな状況でも感謝の気持ちを持つよう努めるこ
とで、お客さまや周りの人たちにその気持ちを伝えていきたい
と話されます。両親やふるさとに感謝の気持ちと誇りを忘れな
い中川さんのさらなるご活躍が期待されます。

中川 有里さん（赤瀬区出身）
がわ ゆ りなか

令和5年度の施政方針 ❷
令和5年度の当初予算 ❹
キリン寄付金贈呈式 ❼
大阿蘇環境センター未来館からのお知らせ 12
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